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大
村
益
次
郎
銅
像
と
賀
茂
水
穂

坂　

井　

久　

能　
　

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

二
〇
一
八
年
は
明
治
改
元
一
五
〇
年
に
あ
た
る
。
改
元
の
前
年
十
二
月
に
発
足
し
た
新
政
府
が
、
戊
辰
・
己
巳
の
内
戦
を
経
て
天
皇
制

中
央
集
権
国
家
・
近
代
立
憲
国
家
を
建
設
し
て
い
く
大
き
な
節
目
の
年
で
あ
る
。
こ
の
変
革
を
つ
く
り
だ
し
た
立
役
者
の
一
人
長
州
藩
の

大
村
益
次
郎
は
、
四
境
戦
争
（
第
二
次
長
州
征
討
）
で
軍
事
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
新
政
府
に
仕
え
て
上
野
戦
争
で
は
江
戸
に
下
り
、
軍

務
官
判
事
・
江
戸
府
判
事
と
し
て
こ
れ
を
鎮
圧
、
初
代
兵
部
大
輔
と
な
っ
て
明
治
軍
制
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。
彼
を
通
し
て
日

本
近
代
史
を
再
検
証
す
る
こ
と
は
、
以
後
の
内
乱
や
対
外
戦
争
、
近
代
の
軍
制
等
を
考
え
る
上
で
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
は
大

村
益
次
郎
そ
の
も
の
を
検
証
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
を
顕
彰
し
銅
像
を
建
設
し
た
経
緯
と
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

　

大
村
益
次
郎
銅
像
は
、
靖
國
神
社
の
大
鳥
居
（
第
一
鳥
居
）
を
入
っ
た
参
道
正
面
に
あ
る
。「
日
本
で
最
初
の
洋
風
技
法
に
よ
る
屋
外

に
設
置
さ
れ
た
記
念
碑
的
銅
像（

（
（

」
と
評
価
さ
れ
、
多
く
の
銅
像
関
係
書
籍
や
観
光
案
内
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
論
考
も
数
多
く
あ
り
、
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今
さ
ら
論
ず
る
余
地
は
な
い
か
の
如
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
論
考
は
美
術
史
に
偏
し
て
お
り
、
歴
史
学
か
ら
取
り
組
ん
だ
論
考
は

管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、美
術
関
係
の
研
究
史
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
少
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

本
稿
で
は
次
の
二
点
を
中
心
に
さ
さ
や
か
な
卑
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
大
村
像
の
基
壇
と
銅
像
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
銘
文
が
あ
り
、
い
つ
誰
が
制
作
し
た
の
か
を
刻
ん
で
い
る
が
、
そ
の
間
に
あ
る
鋳

鉄
製
の
円
柱
部
は
、
三
條
実
美
の
撰
文
忸
書
を
鮮
や
か
に
鋳
出
し
て
い
る
も
の
の
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
制
作
し
た
の
か
全
く
わ

か
っ
て
い
な
い
。
美
術
史
で
も
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら（

（
（

、
以
下
に
円
柱
部
の
解
明
を
試
み
、
大
村
像
全
体
の
建
設

の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
明
治
十
五
年
に
大
村
像
の
建
設
が
発
起
さ
れ
、
明
治
二
十
六
年
に
完
成
す
る
ま
で
の

展
開
を
た
ど
る
中
で
、
大
村
像
建
設
の
歴
史
的
背
景
や
銅
像
建
設
の
意
義
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
、
大
村
益
次
郎
銅
像
に
お
け
る
円
柱
部
と
賀
茂
水
穂

　
　
１

　
大
村
益
次
郎
銅
像
に
お
け
る
円
柱
部

　

大
村
益
次
郎
銅
像
は
、
花
崗
岩
を
積
み
上
げ
た
基
壇
と
鋳
鉄
製

の
円
柱
部
と
青
銅
製
の
銅
像
か
ら
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
）。
各
部

の
法
量
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
は
次
の
通
り
で
、
総
高
は

十
二
メ
ー
ト
ル
余
り
に
達
す
る（

（
（

。

　
　

基　

壇　

�

髙
さ
四
一
六
・
五
（
現
状
三
九
八
）、
四
段
の
う
ち

最
下
段
の
幅
一
〇
七
〇

　
　

円
柱
部　

髙
さ
四
七
〇

写真 1　大村益次郎銅像
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銅　

像��

高
さ
三
二
〇
（
う
ち
台
部
で
あ
る
「
地
山
」
の
高
さ
二
三
）　

　

基
壇
は
、
花
崗
岩
の
切
石
を
平
面
八
角
形
、
階
段
状
四
段
に
積
み
上
げ
て
い
る
。
長
州
藩
の
村
田
清
風
の
孫
村
田
峰
次
郎
が
、
大
村
像

の
完
成
間
も
な
い
明
治
二
十
五
年
十
二
月
に
刊
行
し
た
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
は
、
大
村
像
建
設
の
経
緯
を
記
す
最
古
の
ま
と
ま
っ
た

史
料
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
花
崗
石
臺
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。
以
下
同
じ
）。

　
　

�

石
臺
は
東
京
本
郷
駒
込
肴
町
の
石
工
酒
井
八
右
衛
門
（
東
京
屈
指
の
巨
匠
）
之
か
工
事
を
請
負
ひ
、
讃
州
ま
さ
き
島
の
花
崗
岩
を
以

て
之
を
築
く
。
地
盤
は
土
中
壹
丈
を
堀
込
み
、
皆
な
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
を

以
て
之
を
固
め
、
極
め
て
基
礎
を
堅
牢
の
も
（
の
、
筆
者
挿
入
）
と
な
せ
り
。

但
し
石
臺
築
造
ハ
二
十
年
八
月
よ
り
起
工
二
十
一
年
七
月
竣
成
す
。

　

石
工
の
酒
井
八
右
衛
門
が
請
け
負
い
、
明
治
二
十
年
八
月
に
起
工
し
、
翌

二
十
一
年
七
月
に
竣
成
し
た
と
い
う
。
現
存
基
壇
に
も
「
本
郷
區
駒
込
肴
町
／
石

工　

酒
井
八
右
衛
門
／
世
話
役　

淺
野
辰
五
郎
」（
／
は
改
行
、
以
下
同
じ
）
と
陰

刻
さ
れ
て
お
り
、
上
記
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

銅
像
は
青
銅
製
で
、
地
山
に
銘
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
紹
介
し
た
事
例
が
少
な

い
の
で
、
全
文
を
載
せ
る
（
写
真
２

（
４
（）。

　
　

�

兵
部
大
輔
贈
従
三
位
／
大
村
永
敏
君
銅
像
／
造
立
委
員
／
正
三
位
勲
一
等
伯

爵
山
田
顯
義
／
従
三
位
勲
三
等
原
田
一
道
／
従
四
位
勲
三
等
長
谷
川
貞
雄
／
従

四
位
勲
四
等
寺
島
秋
介
／
正
五
位
勲
三
等
井
上
教
通
／
従
五
位
勲
六
等
片
岡�

利
和
／
正
七
位
勲
六
等
賀
茂
水
穂
／
〔
ア
キ
〕

写真 2　大村像地山銘文
（黒川弘毅氏撮影、屋外彫刻調査保存研究会提供）
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明
治
十
五
年
十
一
月
／
賀
茂
水
穂
紀
念
／
銅
像
建
設
ヲ
主
唱
／
シ
諸
務
ヲ
擔
任
ス
／
大
熊
氏
廣
彫
刻
築
／
造
ヲ
計
畫
シ
之
ヲ
小
石
／

　
　

川
砲
兵
工
廠
ニ
於
テ
鑄
／
造
シ
明
治
二
十
五
年
／
十
月
竣
功
靖
國
神
／
社
境
内
ニ
建
立
ス
／
宮
内
省
賜
金
有
志
／
者
寄
附
金
計
金
／

　
　

壹
萬
圓
余
之
ヲ
費
／
用
ニ
充
／
〔
ア
キ
〕
彫
刻
師
大
熊
氏
廣
／
鑄
造
技
手
金
子
増
燿
／
鑄
工
岩
田
磯
次
郎
／
仝　

井
上
豊
吉
／

　
　

仝　

村
田
丑
藏
／
仝　

塚
田
萬
平
／
仝　

鯉
沼
磯
次
郎
／
仝　

北
村
正
二
郎
／
仝　

谷
口
金
藏

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
十
五
年
十
一
月
に
賀
茂
水
穂
が
「
紀
年
銅
像
」
建
設
を
主
唱
し
て
諸
務
を
担
当
し
、「
銅
像
造
立
委
員
」
に
山

田
顕
義
ら
七
名
が
い
た
こ
と
、
大
熊
氏
廣
が
彫
刻
と
鑄
造
を
担
当
し
、
小
石
川
砲
兵
工
廠
の
鑄
造
技
手
金
子
増
燿
や
鑄
工
七
名
で
明
治

二
十
五
年
十
月
に
銅
像
が
完
成
し
た
こ
と
、宮
内
省
か
ら
の
賜
金
や
寄
附
金
の
合
計
一
万
円
余
り
を
費
用
に
充
て
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

銅
像
建
設
に
関
す
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
壇
に
も
次
の
文
字
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

　
　

主
唱　

建
築
擔
任　

賀
茂
水
穂

　
　

塑
像　

彫
刻
師　
　

大
熊
氏
廣

　
　

鑄
造　
　
　
　

東
京
砲
兵
工
廠

��

こ
の
銘
は
、
地
山
の
銘
と
の
齟
齬
は
な
い
の
で
、
両
者
と
も
お
そ
ら
く
主
唱
・
諸
務
・
建
築
担
任
を
務
め
た
賀
茂
水
穂
の
撰
文
と
思
わ

れ
る
。

　

円
柱
部
は
、
上
記
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
鑄
鐵
臺
長
圓
形　

高
拾
四
尺
」「
鑄
鐵
臺
に
は
、
内
大
臣
三
條
公
の
撰
文
揮
毫
に
係
る

銅
像
の
銘
を
鑄
出
せ
り
。
文
章
嚴
肅
筆
法
雄
健
ま
た
以
て
精
美
を
添
ゆ
。
是
實
に
同
公
の
絶
筆
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
嗚
呼
此
故

兵
部
大
輔
贈
從
三
位
大
村
君
之
像
也
」
で
始
ま
り
「
明
治
廿
一
年
六
月　

内
大
臣
從
一
位
大
勲
位
公
爵
三
條
實
美
撰
忸
書
」
で
終
わ
る
銘

文
は
、
文
中
に
「
故
舊
相
謀
造
立
銅
像
、
以
表
其
偉
勲
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
村
益
次
郎
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
村
銅
像
は
大
村

の
顕
彰
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
顕
彰
を
銘
文
で
示
し
た
の
が
円
柱
部
で
あ
る
。
上
記
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
は
「
鑄
鐵
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臺
」
と
し
て
銅
像
の
台
座
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
が
、
明
治
十
六
年
三
月
十
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
は
「
今
其
結
構
を
聞
に
、
三
重

臺
石
の
上
に
標
石
を
建
、
壇
上
に
ハ
君
が
結
髪
双
刀
を
佩
れ
し
立
像
を
安
置
爲
す
由
な
り
」
と
あ
り
、「
台
石
」
と
「
標
石
」
と
「
立
像
」

に
区
別
し
、円
柱
部
に
相
当
す
る
部
分
を「
標
石
」と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、後
述
の
ほ
ぼ
同
時
期
と
思
わ
れ
る
大
村
像
建
設
の
寄
付
を
募
っ

た
第
一
回
「
廣
告（

５
（」

に
は
、「｢

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト｣

ノ
言
タ
ル
記
念
標
ノ
謂
ナ
リ
」
と
あ
り
、大
村
像
を
「
記
念
標
」
と
記
し
て
い
る
。「
標
」

は
「
し
る
し
」
の
意
味
で
あ
り
、顕
彰
を
文
字
で
表
し
た
の
は
円
柱
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、本
来
は
円
柱
部
が
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

銅
像
が
注
目
さ
れ
る
と
、
明
治
二
十
五
年
十
二
月
刊
行
の
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
鑄
鐵
臺
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
円
柱
部
は
銅

像
の
台
座
と
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

（
（

。
但
し
、
後
掲
の
大
熊
氏
廣
が
明
治
二
十
三
年
四
月
～
六
月
頃
に
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
「
故

大
村
兵
部
大
輔
銅
像
費
概
算
」
に
「
一
金　

千
〇
五
拾
円　

鋳
鉄
臺
」
と
あ
る
の
で
、
円
柱
部
を
鋳
鉄
台
と
し
て
台
座
の
よ
う
に
捉
え
る

意
識
は
既
に
銅
像
制
作
者
で
あ
る
大
熊
に
明
治
二
十
三
年
の
時
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彫
刻
家
大
熊
の
捉
え
方
が
そ
の
後
定
着
し

て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
２

　
大
村
益
次
郎
銅
像
円
柱
部
の
鋳
造
時
期

　

大
村
像
基
壇
は
明
治
二
十
年
八
月
に
起
工
し
、
翌
二
十
一
年
七
月
に
竣
成
し
た
が
、
円
柱
部
は
い
つ
誰
が
制
作
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

明
治
二
十
三
年
三
月
出
版
の
錦
絵
「
東
京
名
所
ノ
内　

九
段
坂
上
靖
國
神
社
」（
幾
英
筆
、
筆
者
所
蔵
、
写
真
３
）
に
は
、
三
段
の
基
壇

の
上
に
乗
る
大
村
益
次
郎
像
が
騎
馬
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
基
壇
は
完
成
し
て
い
た
の
で
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
上
に
乗
る
モ
ノ
は

想
像
と
し
て
描
き
、
円
柱
部
は
ま
だ
据
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
二
十
三
年
七
月
十
四
日
付
の
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
か
ら
賀
茂
水
穂
宛
の
書
簡
（
東
京
藝
術
大
学
所
蔵
、
写
真
４
）
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る（

７
（。
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�

拜
啓
、
銅
像
圖
面
落
掌
仕
、
取
紛

れ
未
タ
実
物
現
場
ヲ
一
覧
不
致
候

得
共
、
過
日
彫
刻
師
竹
内
久
遠
氏

其
他
ノ
校
員
ヲ
派
シ
取
調
候
處
、

長
キ
□鑄�
柱
ハ
到
底
保
存
ノ
為
メ

不
都
合
ニ
可
有
之
、
三
條
公
ノ
書

ハ
既
ニ
見
事
ニ
鑄
造
相
成
候
ニ

付
、
之
ノ
ミ
ヲ
存
し
て
製
作
致
度

趣
ニ
御
座
候
。（
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
東
京
美
術
学
校
の

岡
倉
覚
三
は
賀
茂
水
穂
か
ら
銅
像
の
図

面
を
受
け
取
り
、
実
物
現
場
で
あ
る
靖

国
神
社
に
彫
刻
師
竹
内
久
遠
（
久
一
）

や
校
員
を
派
遣
し
て
取
り
調
べ
を
さ
せ

た
と
こ
ろ
、
円
柱
部
の
三
條
実
美
の
書

は
見
事
に
鋳
造
さ
れ
て
い
た
と
い
う（

８
（。

こ
れ
に
よ
り
、
円
柱
部
は
明
治
二
十
三

年
七
月
に
は
基
壇
上
部
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
、
書
簡
か
ら
賀
茂
水
穂
が
銅
像
図
面
と
と
も
に
岡
倉
覚
三
に
実 写真 4　賀茂水穂宛岡倉覚三書簡（東京藝術大学所蔵）

写真 3　「東京名所ノ内　九段坂上靖國神社」部分（幾英筆）
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物
現
場
を
見
て
ほ
し
い
旨
の
書
簡
を
送
っ
た
と
思
わ
れ
、
岡
倉
は
取
り
紛
れ
て
い
た
が
過
日
竹
内
久
遠
等
を
派
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
賀
茂
は
円
柱
部
が
据
え
ら
れ
た
の
で
現
場
を
見
て
ほ
し
い
と
岡
倉
に
依
頼
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
取
り
紛
れ
た
期
間
が
あ
る
の

で
、
ま
た
既
述
の
錦
絵
は
明
治
二
十
三
年
三
月
の
出
版
で
円
柱
部
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
円
柱
部
の
据
え
付
け
は
同
年
四
月
か

ら
六
月
頃
と
推
測
さ
れ
る
。

　

一
方
、
銅
像
に
つ
い
て
は
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
同
十
八
年
の
春
、
銅
像
製
作
の
こ
と
を
大
熊
氏
廣
氏
に
託
し
、
之
が
建
設
の

計
畫
を
な
さ
し
む
」
と
あ
り
、
氏
廣
の
孫
大
熊
氏
治
氏
の
「
大
熊
氏
廣
年
譜
稿（

９
（」（

以
下
「
年
譜
稿
」）
に
「
明
治
（8
年
４
月　

大
村
益
次

郎
公
銅
像
の
設
計
委
嘱
」
と
あ
る
の
で
、
明
治
十
八
年
四
月
に
大
熊
氏
廣
が
銅
像
制
作
の
設
計
を
委
嘱
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
当

時
満
二
十
八
歳
と
い
う
気
鋭
の
彫
刻
家
で
あ
っ
た
。
工
部
美
術
学
校
彫
刻
学
科
で
ラ
グ
ー
ザ
ら
に
彫
刻
を
学
び
、「
年
譜
稿
」
に
よ
る
と

明
治
十
五
年
六
月
に
首
席
で
卒
業
し
、
有
栖
川
宮
邸
の
彫
刻
部
を
担
当
し
て
い
た
が
、
同
十
七
年
七
月
か
ら
工
部
省
工
作
局
営
繕
課
に

出
仕
、
工
部
省
廃
止
に
伴
っ
て
同
十
九
年
一
月
に
内
務
省
土
木
局
に
出
仕
し
た
。
こ
の
後
の
渡
欧
は
、『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
同

二
十
年
大
熊
氏
彫
像
研
究
の
た
め
歐
洲
に
赴
く
」
と
あ
る
が
、「
年
譜
稿
」
に
よ
る
と
明
治
二
十
一
年
三
月
十
日
に
横
浜
港
を
出
港
し
、

パ
リ
を
経
て
ロ
ー
マ
美
術
学
校
に
入
学
、
翌
二
十
二
年
九
月
に
同
校
の
修
業
証
書
を
受
領
し
、
同
年
十
二
月
帰
国
し
た
と
あ
る
。
次
の
史

料
か
ら
も
、
渡
欧
時
期
は
「
年
譜
稿
」
の
記
載
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
渡
欧
に
つ
い
て
、
大
熊
は
内
務
省
に
次
の
よ
う
な
休
職
願
を
提
出

し
て
い
る（

（1
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
等
技
手
休
職　

大
熊
氏
廣

　
　
　

私
儀
、
豫
而
故
大
村
兵
部
大
輔
銅
像
ノ
彫
刻
及
鑄
造
等
ニ
着
手
罷
在
候
得
共
、
本
邦
從
來
銅
器
並
佛
像
等
ノ
鑄
造
ニ
ハ
固
有
ノ
美

　
　

術
ヲ
存
ス
ル
ト
雖
ト
モ
、
肖
像
ノ
如
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
原
形
ヲ
精
細
彫
刻
成
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
鑄
造
事
業
之
不
完
全
ナ
ル
故
、
充
分
原

　
　

形
ノ
儘
鑄
造
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
本
邦
未
タ
曽
テ
経
験
無
之
事
故
、
之
レ
ヲ
欧
州
ノ
鑄
造
法
ニ
倣
ヒ
種
々
試
験
致
ス
ト
雖
モ
、
地
金
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ノ
調
度
及
鑄
型
等
ノ
原
質
ヲ
詳
ニ
知
ル
能
ハ
ス
。
幸
ヒ
御
用
閑
之
事
ニ
モ
有
之
候
ニ
付
、
凡
二
ヶ
年
間
程
佛
國
江
留
学
之
上
、
右
鑄

　
　

造
法
方
等
研
究
致
度
奉
存
候
間
、
在
職
之
儘
何
卒
洋
行
御
許
容
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
候
以
上

　
　
　
　

明
治
廿
一
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
熊
氏
廣
㊞

　
　
　
　

�
内
務
大
臣
伯
爵
山
縣
有
朋
殿

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
に
は
銅
器
や
仏
像
の
鋳
造
は
あ
っ
て
も
、
肖
像
に
つ
い
て
精
緻
な
彫
刻
を
そ
の
ま
ま
鋳
造
す
る
技
術
が
不
完
全

な
の
で
、
欧
州
の
鋳
造
法
を
研
究
す
る
た
め
、
二
年
間
在
職
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
大
村
銅
像
の
委
嘱

が
契
機
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
の
願
い
は
同
二
十
一
年
二
月
二
十
二
日
に
閣
議
で
聴
許
さ
れ
、
三
月
十
日
に
日
本
を
発
っ
た
。

　

帰
国
後
の
大
熊
は
、
明
治
二
十
三
年
三
月
に
山
田
顕
義
の
紹
介
で
大
村
益
次
郎
の
妻
に
会
い
、
肖
像
の
原
形
制
作
の
準
備
を
進
め
る
と

と
も
に
、「
年
譜
稿
」
に
よ
る
と
、同
年
八
月
に
「
大
村
益
次
郎
公
銅
像
彫
刻
及
び
監
督
を
委
嘱
（
山
田
顕
義
伯
そ
の
他
）
さ
れ
る
」
と
あ
る
。

既
述
の
よ
う
に
明
治
十
八
年
に
大
熊
に
委
嘱
さ
れ
た
の
は
「
大
村
益
次
郎
公
銅
像
の
設
計
」
な
の
で
、
こ
こ
で
銅
像
の
制
作
を
あ
ら
た
に

委
嘱
さ
れ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、先
に
掲
げ
た
岡
倉
覚
三
か
ら
賀
茂
水
穂
宛
の
書
簡
に
「
製
作
致
度
趣
ニ
御
座
候
」

と
あ
り
、
以
下
銅
像
鋳
造
費
用
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
賀
茂
は
岡
倉
及
び
東
京
美
術
学
校
に
大
村
銅
像
の
制

作
を
依
頼
し
た
よ
う
に
読
み
取
れ
、
岡
倉
は
「
製
作
」
を
了
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
簡
と
と
も
に
巻
子
装
さ
れ
て
い
る
銅
像
制
作
費

用
に
関
わ
る
次
の
史
料
が
あ
る
。
岡
倉
書
簡
以
外
は
未
公
刊
の
た
め
、
以
下
に
掲
載
す
る
（
①
は
岡
倉
書
簡
の
後
段
を
抄
出
）。

　

①（
岡
倉
覚
三
書
簡
）　

賀
茂
水
穂
宛　

明
治
二
十
三
年
七
月
十
四
日
付

　
　
　

�

銅
像
製
作
費
ノ
事
、
過
日
大
略
申
上
置
候
處
、
更
ニ
精
密
ニ
取
調
フ
ル
ニ
矢
張
八
尺
ニ
テ
取
付
費
用
ヲ
除
キ
五
千
圓
□ヲ�

要
シ
一

丈
ニ
相
成
候
テ
ハ
此
上
二
三
千
円
ノ
増
加
ヲ
必
須
と
致
候
。（
後
略
）　

　

②（
見
積
書
）　

大
熊
氏
廣
（
押
印
）　

明
治
二
十
三
年
四
月
二
十
三
日
付
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記

　
　
　

一
金
千
八
百
円
也　

壱
丈
四
尺
余
石
膏
製
立
像
壱
躯　

彫
刻
料
并
下
職
工
費
共

　
　
　

右
之
通
ニ
御
座
候
也

　
　
　
　

明
治
廿
三
年
四
月
廿
三
日　

大
熊
氏
廣
㊞

　

③（
見
積
書
）��
作
成
者
記
名
な
し　

明
治
二
十
三
年
六
月
九
日
付

　
　
　
　
　
　
　

記

　
　
　
　

一
金
壱
千
八
百
円
也　

銅
像
丈
ケ
六
尺　

仕
上
リ
之
料

　
　
　
　
　
　

内
訳　

一　

金
五
百
圓
也　
　

木
形
一
式
材
料
及
ヒ
手
間
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

金
千
三
百
円
也　

銅
薪
炭
并
ニ
惣
仕
上
ケ
手
間
料

　
　
　
　

右
以
代
金
弐
円
像
之
分
調
整
候
也
。

　
　
　

明
治
二
十
三
年
六
月
九
日

　

④（
銅
像
費
概
算
書
）　

筆
者
・
日
付
な
し
（
②
と
同
じ
罫
紙
）

　
　
　
　

故
大
村
兵
部
大
輔
銅
像
費
概
算

　
　
　

一
金　

千
三
百
円　
　
　

千
三
百
貫
目　

地
金
代

　
　
　

一
金　

千
五
百
円　
　
　

鑄
造
仕
上
工
料

　
　
　

一
金　

千
〇
五
拾
円　
　

鑄
鉄
臺

　
　
　

一
金　

五
百
円　
　
　
　

石
膏
抹
并
延
鉄
類

　
　
　

一
金　

百
六
拾
八
円　
　

鉄
柵
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一
金　

六
百
円　
　
　
　

運
搬
居
（
据
カ
）
附
諸
費

　
　
　

惣
計
金
五
千
百
拾
八
円
也

　

⑤�
故
大
村
兵
部
大
輔
銅
像
建
築
費
収
支
決
算
調　

賀
茂
水

穂
（
押
印
）　

明
治
二
十
三
年
五
月
十
二
日
付
（
写
真
５
）�

　
　
　
　

故
大
村
兵
部
大
輔
銅
像
建
築
費
収
支
決
算
調

　
　
　

収
入
惣
額　

金
九
千
九
百
三
拾
五
圓
六
十
六
戔
六
厘

　
　
　
　
　

内
訳　

�

金
九
千
〇
六
拾
五
円
七
拾
六
戔
六
厘　

寄
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　

金
八
百
六
拾
九
円
九
拾
戔　

利
子

　
　
　

支　

拂　
　

金
四
千
八
百
弐
拾
七
圓
五
拾
八
戔
四
厘

　
　
　
　
　

内
訳　

�

金
三
千
三
百
九
拾
七
圓
九
拾
壱
戔
五
厂
（
厘
）　

石
臺
建
築
ニ
係
ル
一
切
ノ
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　

金
五
百
八
拾
六
円
五
拾
三
戔
九
厂　
　
　
　
　
　

會
費
印
刷
モ
ノ
其
他
一
切
ノ
雑
費

　
　
　
　
　
　
　
　

金
七
百
圓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
熊
氏
ヘ
渡
シ
金

　
　
　
　
　
　
　
　

金
百
四
拾
三
圓
拾
三
戔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
回
砲
兵
工
廠
内
工
場
修
理
等
費
用
大
熊
氏
ヘ
渡
シ

　
　

差
引
残
金
五
千
百
〇
八
圓
〇
八
錢
弐
厘���

　
　
　
　

右
之
通
り
ニ
有
之
候
也

　
　

明
治
二
十
三
年
五
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賀
茂
水
穂
㊞

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
②
④
は
同
じ
料
紙
で
筆
跡
も
近
似
し
て
い
る
の
で
、
④
も
大
熊
氏
廣
の
作
成
と
思
わ
れ
る
。
③
の
料
紙
は
②
④
と
似

写真 5　大村像建築費収支決算調

（東京藝術大学所蔵）
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て
い
る
が
別
物
で
筆
跡
は
近
似
し
て
い
る
。
②
～
④
は
関
連
す
る
内
容
な
の
で
、
大
熊
が
作
成
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
大
村
像
石
膏

原
形
の
彫
刻
費
と
銅
像
の
鋳
造
費
な
ど
に
関
す
る
見
積
書
を
、
大
熊
が
明
治
二
十
三
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
作
成
し
、
銅
像
制
作
の

庶
務
会
計
を
担
っ
た
賀
茂
水
穂
が
五
月
ま
で
の
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
同
年
七
月
に
岡
倉
覚
三
が
賀
茂
水
穂
に
製
作
費
に
つ
い
て
書
翰

を
送
っ
た
と
い
う
一
連
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
列
記
し
て
み
る
。
第
一
に
、
銅
像
の
大
き
さ
が
制
作
費
と
の
関
係

も
あ
っ
て
こ
の
時
点
で
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
六
尺
・
八
尺
・
一
丈
・
一
丈
四
尺
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

大
熊
の
見
積
も
り
に
対
し
て
岡
倉
覚
三
が
提
示
し
た
八
尺
で
五
千
円
が
原
形
彫
刻
費
を
含
ん
で
の
も
の
か
定
か
で
な
い
が
、
そ
れ
を
含
ん

だ
も
の
と
し
て
も
②
③
と
比
べ
た
場
合
に
高
め
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
⑤
か
ら
基
壇
と
し
て
の
石
台
の
費
用
が
約
三
三
九
八
円
で
支
払
が

済
ん
で
い
た
こ
と
、
④
か
ら
円
柱
部
で
あ
る
鋳
鉄
台
が
一
〇
五
〇
円
、
鉄
柵
が
一
六
八
円
で
、「
概
算
」
と
し
て
は
細
か
い
数
字
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
完
成
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
鋳
鉄
台
の
費
用
は
⑤
に
記
載
さ
れ
な
い
の
で
、
五
月
の
段
階
で
代
金
の
支
払
は
済

ん
で
お
ら
ず
、
完
成
間
も
な
い
頃
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
に
、
⑤
で
「
砲
兵
工
廠
内
工
場
修
理
費
用
大
熊
氏
ヘ
渡
シ
」
と
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
大
熊
は
小
石
川
の
東
京
砲
兵
工
廠
内
に
工
房
を
造
り
、
明
治
二
十
三
年
八
月
か
ら
石
膏
の
原
形
作
成
に
着
手
し
て
翌
二
十
四
年
五

月
に
完
成
し
、
六
月
か
ら
鋳
造
に
着
手
し
て
翌
二
十
五
年
十
月
に
完
成
し
て
い
る
の
で（

（（
（

、「
砲
兵
工
廠
内
工
場
」
と
は
そ
の
工
房
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
の
修
理
費
用
を
二
十
三
年
五
月
の
時
点
で
大
熊
に
渡
し
済
み
と
い
う
こ
と
は
、
大
熊
に
原
型
の
制
作
か
ら
銅
鋳
ま
で
任
せ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
明
治
二
十
三
年
に
賀
茂
水
穂
が
岡
倉
覚
三
に
図
面
を
渡
し
て
現
地
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
の
は
、
岡
倉
書
簡
の

後
段
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
制
作
費
用
の
打
診
が
主
な
狙
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
岡
倉
や
開
校
一
年
の
東
京
美
術
学
校

に
銅
像
制
作
ま
で
依
頼
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
岡
倉
へ
の
打
診
を
経
て
、
翌
八
月
に
改
め
て
大
熊
に
「
大
村
益
次
郎
公
銅
像
彫
刻
及

び
監
督
を
委
嘱
」
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
委
囑
を
受
け
た
大
熊
は
、
同
月
か
ら
石
膏
に
よ
る
原
形
の
制
作
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
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大
村
像
円
柱
部
は
、
上
記
の
よ
う
に
明
治
二
十
三
年
四
月
か
ら
六
月
頃
に
基
壇
の
上
に
据
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
同
年
七
月
に
は

銅
像
の
高
さ
及
び
費
用
が
検
討
さ
れ
、
八
月
に
大
熊
は
改
め
て
銅
像
彫
刻
及
び
監
督
を
委
嘱
さ
れ
た
こ
と
で
塑
像
の
制
作
に
取
り
か
か
り
、

翌
二
十
四
年
五
月
に
原
型
完
成
、
六
月
か
ら
鋳
造
を
開
始
し
て
翌
二
十
五
年
十
月
に
完
成
し
た
。
同
年
十
二
月
刊
行
の
『
大
村
益
次
郎
先

生
傳
』
に
銅
像
を
据
え
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
完
成
後
間
も
な
く
据
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
３

　
大
村
益
次
郎
銅
像
円
柱
部
の
鋳
造
者

　

大
村
像
円
柱
部
は
、
明
治
二
十
三
年
四
月
か
ら
六
月
頃
に
据
え
ら
れ
、
費
用
が
一
〇
五
〇
円
で
、
同
年
五
月
十
二
日
の
時
点
で
代
金
未

払
い
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
。
大
熊
氏
廣
が
そ
れ
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
、
大
熊
の
作
成
と
思
わ
れ
る
「
故
大
村
兵
部
大
輔
銅
像

費
概
算
」
に
鋳
鉄
台
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
が
、
前
年
十
二
月
に
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
て
間
も
な
い
頃
な
の
で
、
留

学
中
に
進
め
ら
れ
、
大
熊
は
鋳
造
に
は
直
接
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は
誰
が
構
想
し
誰
が
鋳
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
村
田
峰
次
郎
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
鐵
臺
に
銘
字
を
鑄
出
し
た
る
如
き
は
同
氏
の
意
匠
に
基
く
と
云
ふ
」
と

記
さ
れ
、
鋳
鉄
円
柱
に
文
字
を
鋳
出
し
た
の
は
賀
茂
水
穂
の
意
匠
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
。
賀
茂
水
穂
は
、
既
述
の
よ
う
に
大
村
像
の
主

唱
者
で
あ
る
が
、
浜
松
の
金
山
神
社（

（1
（

の
神
職
で
あ
り
、
若
い
頃
平
田
篤
胤
の
養
子
銕
胤
の
門
人
と
な
り
、
慶
應
四
年
の
有
栖
川
宮
熾
仁
親

王
を
東
征
大
総
督
と
す
る
東
征
軍
に
遠
州
報
国
隊
を
組
織
し
て
供
奉
し
、
そ
の
後
は
海
軍
省
に
奉
職
し
て
靖
國
神
社
宮
司
に
な
っ
た
人
物

で
あ
る（

（1
（

。
美
術
家
で
も
な
い
当
時
海
軍
省
大
書
記
で
あ
っ
た
賀
茂
水
穂
の
意
匠
と
い
う
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
彼
が
父
賀
茂
鞆
音
の
た
め

に
郷
里
に
建
て
た
墓
碑
（
浜
松
市
西
区
雄
踏
町
の
金
山
神
社
境
内
か
ら
昭
和
三
十
六
年
に
市
営
雄
踏
墓
地
へ
転
墓
）
を
拝
し
て
、
初
め
て

そ
の
重
要
性
を
理
解
し
た
。
墓
碑
は
表
に
「
梓
弓
稜
威
鞆
音
高
彦
命
墓
」、
裏
に
「
賀
茂
日
向
守
橘
朝
臣
直
博
後
稱
鞆
音
…
…
明
治
十
七

年
十
一
月
廿
七
日
歿
…
今
茲
明
治
廿
一
年
十
一
月
建
碑
以
表
其
德
云　

海
軍
大
主
計
正
七
位
勲
六
等
賀
茂
水
穂
謹
記
」
と
あ
り
、
鋳
鉄
製
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墓
碑
の
表
裏
に
文
字
を
鋳
出
し
て
い
る（

（1
（

（
写
真
６
）。
三
條
実
美
の
撰
文
忸

書
を
鋳
出
し
た
大
村
像
の
鋳
鉄
円
柱
部
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
円
柱
部

据
え
付
け
の
一
年
半
程
前
の
建
碑
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
村
像
円
柱
部
が

賀
茂
水
穂
の
意
匠
に
基
づ
く
と
い
う
記
事
の
信
憑
性
は
十
分
に
あ
り
う
る

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

墓
碑
銘
文
の
末
尾
に
「
東
京
本
所
區
柳
原
町
三
丁
目　

鑄
造
人
中
村
惣
左

衛
門
源
温
猛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
墓
碑
の
鋳
造
者
は
中
村
惣
左
衛
門
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
に
つ
い
て
、
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
工
場

通
覧
（
明
治
三
十
七
年
）』（
明
治
三
十
九
年
刊
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　

工
場
名
称

製
造
品
種

所
在
地

中
村
工
場

諸
機
械
鑄
物

同
本
所
區
柳
原
町
三
ノ
二
一

持
主

創
業

職
工
數

中
村
惣
左
衛
門

同
十
七
年
六
月

男
一
二

写真 6　賀茂鞆音墓碑の正面と背面の銘

（浜松市西区、市営雄踏墓地）
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中
村
惣
左
衛
門
は
、
東
京
本
所
柳
原
町
に
工
場
を
持
つ
鋳
物
師
で
あ
っ
た
。
彼
の
作
品
と
し
て
、
他
に
千
葉
県
鴨
川
市
の
小
湊
誕
生
寺

（
日
蓮
宗
）
祖
師
堂
前
の
天
水
鉢
一
対
を
実
見
し
て
い
る
。
左
右
同
銘
で
次
の
よ
う
な
文
字
を
鋳
出
し
て
い
る
（
写
真
７
）。

　
　

�
維�
時
明
治
廿
五
年
五
月
吉
祥
日　

小
湊
山
誕
生
寺
常
什　

六
十
一
世　

日

良
代

　
　

奉　
　
　

中
山
慶
子　

髙
倉
壽
子　

柳
原
愛
子　

　
　

獻　
　
　

千
種
任
子　

園　

祥
子　

小
池
道
子

　
　

發
願
人　

東
京
大
鋸
町　

西
川
佐
野
代

　
　

東
京
市
本
所
區　

柳
原
町
三
丁
目
廿
一
番
地　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鑄
造
人
中
村
惣
左
エ
衛
門

　

明
治
天
皇
の
生
母
中
山
慶
子
や
大
正
天
皇
の
生
母
柳
原
愛
子
、
宮
中
の
女
官

が
名
を
連
ね
る
こ
の
天
水
鉢
を
鋳
造
し
た
鋳
物
師
が
中
村
惣
左
衛
門
で
あ
っ

た
。
誕
生
寺
は
、
上
記
西
川
佐
野
代
の
紹
介
で
六
十
一
世
豊
永
日
良
ら
が
明
治
二
十
一
年
に
後
の
大
正
天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
願
を
し
た

と
こ
ろ
、
効
験
あ
ら
た
か
に
平
癒
し
た
と
の
こ
と
で
、
皇
室
の
篤
い
信
仰
を
得
た
寺
で
あ
る
。
特
に
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
は
病
気
平
癒
を

喜
び
、
境
内
奥
地
に
有
栖
川
宮
家
霊
廟
で
あ
る
龍
王
殿
を
明
治
二
十
三
年
に
建
立
し
た（

（1
（

。
現
存
す
る
龍
王
殿
前
に
「
明
治
廿
三
年
一
二
月

吉
辰　

御
宮
殿
前
御
水
屋
建
立
」
銘
の
手
水
鉢
が
あ
る
。
奉
納
者
と
し
て
髙
倉
壽
子
・
柳
原
愛
子
・
小
池
道
子
・
千
本
常
子
・
長
谷
川
清

子
・
西
川
佐
野
代
の
名
が
刻
ま
れ
、
上
記
天
水
鉢
の
銘
と
四
人
重
な
る
。
誕
生
寺
に
は
皇
室
か
ら
の
堂
舎
・
仏
像
・
仏
具
等
の
奉
納
や
下

賜
品
が
多
く
あ
り
、
上
記
天
水
鉢
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
の
尊
崇
が
皇
室
の
信
仰
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。

　

天
皇
生
母
ら
の
奉
納
品
で
あ
る
天
水
鉢
の
鋳
造
に
創
業
八
年
の
中
村
惣
左
衛
門
が
選
ば
れ
た
の
は
、
こ
の
三
年
程
前
に
賀
茂
水
穂
が
父 写真 7　小湊誕生寺の天水鉢
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の
墓
碑
の
鋳
造
を
彼
に
依
頼
し
た
こ
と
に
よ
る
賀
茂
の
推
挙
で
は
な
か
ろ
う
か
。
賀
茂
は
、
上
記
の
よ
う
に
報
国
隊
を
結
成
し
、
有
栖
川

宮
熾
仁
親
王
を
東
征
大
総
督
と
す
る
東
征
軍
に
供
奉
し
て
江
戸
に
向
か
い
、
報
国
隊
の
解
散
ま
で
親
王
と
の
関
係
が
続
い
て
い
た（

（1
（

。
そ
の

後
も
、
賀
茂
は
明
治
十
五
年
に
東
海
寺
の
賀
茂
真
淵
墓
改
修
の
事
業
を
主
唱
し
、
賛
同
者
や
寄
附
金
を
募
る
な
か
で
、
彼
の
日
記
『
明
治

十
五
年
よ
り　

賀
茂
真
淵
大
人
建
碑
之
件
畧
日
記
』（
以
下
『
畧
日
記（

（1
（

』）
の
同
十
五
年
四
月
条
に
「
廿
日
、
有
栖
川
大
将
宮
へ
参
殿
、
拝

趨
之
上
、
賀
茂
大
人
建
碑
ノ
義
申
上
、
賛
成
ヲ
乞
。
角
田
（
忠
行
）
同
道
」
と
あ
り
、
新
し
い
真
淵
の
墓
も
同
じ
東
海
寺
境
内
の
有
栖
川

宮
家
墓
地（

（1
（

の
隣
接
地
に
設
け
る
な
ど
、
熾
仁
親
王
と
の
交
流
が
明
治
十
五
・
十
六
年
で
も
続
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
賀
茂
水
穂
と
中
村

惣
左
衛
門
と
の
関
係
や
賀
茂
と
熾
仁
親
王
と
の
関
係
か
ら
、
熾
仁
親
王
の
尊
崇
篤
い
誕
生
寺
へ
奉
納
の
天
水
鉢
制
作
の
鋳
物
師
と
し
て
、

お
そ
ら
く
賀
茂
水
穂
の
推
挙
に
よ
り
中
村
惣
左
衛
門
が
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

大
村
像
の
鋳
鉄
円
柱
部
が
誰
の
構
想
に
よ
り
い
つ
誰
が
製
作
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
結
論
と
し

て
、『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』に
記
す
よ
う
に
、賀
茂
水
穂
の
構
想
に
よ
り
、本
所
の
鋳
物
師
中
村
惣
左
衛
門
が
制
作
し
た
も
の
と
推
測
す
る
。

勿
論
こ
れ
に
は
設
計
を
委
嘱
さ
れ
た
大
熊
氏
廣
が
構
想
段
階
か
ら
賀
茂
と
十
分
に
協
議
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
二
、
大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
歴
史
的
背
景

　
　

１
　
大
村
益
次
郎
の
顕
彰 

―
大
村
益
次
郎
顕
彰
の
経
緯
を
た
ど
る
―

　

大
村
像
建
設
の
背
景
を
探
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
に
大
村
を
顕
彰
す
る
必
然
性
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ

で
、
先
ず
は
そ
れ
ま
で
の
大
村
の
顕
彰
の
経
緯
を
見
て
お
こ
う
。

　

大
村
は
、
京
都
で
兇
徒
に
襲
わ
れ
た
傷
が
も
と
で
明
治
二
年
十
一
月
五
日
に
死
去
し
、
従
四
位
兵
部
大
輔
で
あ
っ
た
彼
に
、
政
府
は
同

年
十
一
月
十
三
日
に
従
三
位
を
贈
位
し
た
。
そ
の
勅
語
に
「
夙
に
囘
天
の
偉
業
を
賛
け
、
克
く
勦
賊
の
勳
を
策
り
、
軍
旅
の
事
、
大
い
に
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後
圖
を
望
む
と
こ
ろ
有
り
。豈
料
ら
ん
や
溘
然
と
し
て
世
を
謝
し
、帷
幄
に
人
を
喪
ふ
、深
く
悼
惜
す
。從
三
位
を
贈
り
、忸
に
金
幣
を
賜
ふ
、

宣
す
」（
原
漢
文
）
と
あ
る（

（1
（

。
賊
軍
を
平
定
し
て
維
新
回
天
の
大
業
を
た
す
け
た
功
績
を
称
え
る
と
と
も
に
、
今
後
の
軍
制
改
革
へ
の
期

待
む
な
し
く
世
を
去
っ
た
こ
と
を
深
く
哀
惜
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
軍
制
改
革
の
中
心
柱
を
失
っ
た
心
情
が
吐
露
さ
れ
た
勅
語
で
あ
る
。

　

次
い
で
、
大
村
の
遺
骸
を
埋
葬
し
た
山
口
県
の
鋳
銭
司
村
の
墓
所
近
く
に
、
郷
土
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
明
治
五
年
三
月
に
大
村

神
社
を
建
立
し
た
。
鎮
座
祭
詞
に
「
大
神
赤
伎
清
伎
眞
心
以
弖
天
皇
命
乎
輔
弼
給
比
阿
那
比々
弖
、
皇
大
朝
乃
御
爲
皇
大
御
國
乃
爲
爾
大
伎
勲
功
乎
樹

弖
給
閉
留
高
伎
尊
伎
大
御
懿
德
乎
恭
比
忝
奉
里
仰
伎
奉
里
弖
、
彌
遠
永
爾
齋
伎
奉
良
牟
止
…
」
と
あ
り
、
建
設
の
趣
旨
は
大
村
の
国
家
へ
の
勲
功
を
顕
彰

し
後
世
に
伝
え
る
た
め
と
い
い
、
松
崎
與
三
兵
衛
ら
一
八
〇
余
名
が
議
し
て
宮
を
建
立
し
た
と
い
う
。

　

次
い
で
、
鋳
銭
司
村
の
大
村
神
社
（
神
社
は
昭
和
二
十
一
年
に
現
在
地
へ
移
転
）
に
「
大
村
子
神
道
之
碑
」
が
建
て
ら
れ
た
。
碑
銘
に

「
兹
己
卯
當
公
十
回
忌
辰
、
門
人
故
舊
相
謀
建
墓
隧
之
碑
」「
明
治
十
一
年
三
月
建
」
と
あ
る
の
で
、
明
治
十
二
年
の
十
年
祭
を
期
し
て
、

前
年
に
建
碑
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
の
篆
額
、
陸
軍
中
將
参
議
議
定
官
正
四
位
勲
一
等
山
田
顕
義
の
撰
忸
書
に
な

る
も
の
で
、
寄
附
人
名
と
し
て
有
栖
川
宮
の
外
に
東
伏
見
嘉
彰
親
王
・
三
條
実
美
・
毛
利
元
德
・
伊
達
宗
城
・
伊
藤
博
文
ら
錚
錚
た
る
メ

ン
バ
ー
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
総
計
六
十
八
名
刻
ま
れ
、
賀
茂
水
穂
・
長
谷
川
貞
雄
も
含
ま
れ
て
い
る
。
建
碑
の
趣
旨
は
、
大
村
が
身
の

利
害
を
顧
み
ず
今
日
の
「
兵
制
完
全
具
備
」
の
基
礎
を
築
い
た
功
績
を
称
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
碑
銘
か
ら
う
か
が
え
る（

11
（

。

　

大
村
銅
像
の
建
設
は
、
上
記
十
年
祭
を
期
し
て
建
碑
し
た
人
々
ら
が
東
京
の
紅
葉
館
に
集
ま
っ
て
十
三
年
目
の
年
祭
を
行
っ
た
際
に
、

大
村
を
顕
彰
す
る
た
め
に
発
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
明
治
二
十
一
年
一
月
十
七
日
に
孫
の
大
村
寬
人
が
「
依
祖
父
益
次
郎

勲
功
特
陞
授
子
爵
」
と
な
り
華
族
に
列
し
、
大
正
八
年
十
一
月
に
従
二
位
に
追
陞
、
大
正
九
年
四
月
に
「
元
治
元
年
乃
至
明
治
二
年
ニ
於

ケ
ル
殉
難
者
」
に
「
特
別
ヲ
以
テ
」
靖
國
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。
没
後
五
十
一
年
目
で
あ
る
。
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２
　
大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
発
起  

―
誰
が
発
起
し
、
何
を
ど
こ
に
建
設
し
よ
う
と
し
た
か
―

　

大
村
像
建
設
の
発
起
に
つ
い
て
、『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

明
治
十
五
年
十
一
月
十
五
日
、
東
京
芝
山
内
の
紅
葉
館
に
於
て
先
生
祭
典
あ
り
し
と
き
、
賀
茂
水
穂
氏
先
生
の
紀
念
銅
像
を
建
設
せ

　
　

ん
こ
と
を
主
唱
せ
し
に
、
有
栖
川
宮
、
小
松
宮
、
三
條
公
を
始
め
席
上
の
諸
賓
一
同
之
を
賛
成
あ
り
け
れ
は
、
山
田
顯
義
、
原
田
一

　
　

道
、
長
谷
川
貞
雄
、
寺
島
秋
介
、
井
上
教
通
、
片
岡
利
和
、
賀
茂
水
穂
の
諸
君
同
し
く
銅
像
造
立
委
員
と
な
り
て
こ
の
擧
を
督
す
。

　
　

是
よ
り
し
て
賀
茂
氏
専
ら
庶
事
を
擔
當
し
稟
議
奔
走
醵
金
募
集
の
こ
と
を
務
む
。

　

賀
茂
水
穂
が
「
紀
念
銅
像
」
建
設
を
主
唱
し
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
・
小
松
宮
彰
人
親
王
（
同
年
東
伏
見
宮
を
改
称
）
や
三
條
実
美
ら

出
席
者
の
賛
同
を
え
て
、
山
田
顕
義
ら
七
名
の
「
銅
像
造
立
委
員
」
が
選
ば
れ
、
賀
茂
が
専
ら
庶
務
を
担
当
し
て
奔
走
し
た
と
い
う
。
前

掲
の
銅
像
地
山
の
銘
文
も
「
明
治
十
五
年
十
一
月
、
賀
茂
水
穂
紀
念
銅
像
建
設
ヲ
主
唱
シ
諸
務
ヲ
擔
任
ス
」
と
あ
り
、
上
記
と
符
合
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
発
起
に
つ
い
て
、
賀
茂
百
樹
旧
宅
所
蔵
資
料
に
次
の
二
つ
の
史
料
が
あ
る（

1（
（

。

　
　

A�　

去
ル
十
五
日
芝
公
園
地
紅
葉
舘
ニ
於
テ
故
兵
部
大
輔
大
村
公
ノ
紀
念
祭
ヲ
執
行
セ
シ
ニ
、
來
會
セ
ラ
レ
シ
ハ
東
伏
見
宮
及
三
條

公
ヲ
始
メ
、
毛
利
・
鍋
嶋
ノ
両
家
、
山
田
・
佐
野
両
参
議
以
下
百
余
名
ノ
播
紳
來
會
ニ
テ
最
モ
盛
ナ
リ
シ
ガ
、
席
中
長
谷
川
貞
雄
・

賀
茂
水
穂
ノ
両
人
、
公
ノ
紀
念
碑
ヲ
靖
国
神
社
之
中
ニ
建
設
セ
ン
コ
ト
ヲ
主
唱
セ
シ
ニ
、
東
伏
見
宮
始
メ
諸
君
忽
同
意
ヲ
表
シ
記

名
シ
タ
ル
ニ
付
、
不
日
幹
事
ヲ
撰
ミ
着
手
セ
ン
ト
ス
（
写
真
８
）。

　
　

B　

故
大
村
兵
部
大
輔
建
碑
之
義
ニ
付
□
□
へ
集
會
云
々
（
賀
茂
水
穂
『
畧
日
記
』
明
治
十
五
年
十
一
月
廿
六
日
条
）

　

A
の
文
書
は
賀
茂
水
穂
の
書
簡
控
え
で
、
文
頭
の
表
記
や
東
伏
見
宮
の
明
治
十
五
年
十
二
月
小
松
宮
改
称
を
踏
ま
え
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
十
一
月
中
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
発
起
の
様
子
を
最
も
直
近
で
伝
え
る
当
事
者
の
史
料
で
あ
る
。
B
は
、
紀
念
祭
の
十
一
日

後
に
A
に
記
す
「
幹
事
」
が
集
会
を
も
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
A
・
B
の
賀
茂
水
穂
史
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
列
挙
し
て
み
る
。
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第
一
に
、大
村
益
次
郎
の
「
紀
念
祭
」
に
百
余
名
が
参
加
し
（
有
栖
川
宮
は
A
に
な
い
の
で
、

不
参
加
と
思
わ
れ
る
）、
席
中
「
紀
念
碑
」
建
設
を
主
唱
し
た
の
は
長
谷
川
貞
雄
と
賀
茂
水
穂

で
あ
っ
た
。
長
谷
川
は
海
軍
省
に
お
け
る
賀
茂
の
先
輩
で
あ
り
、遠
州
報
国
隊
の
同
志
で
あ
り
、

長
谷
川
の
実
家
で
あ
る
浜
松
の
中
村
家
当
主
中
村
大
舘
の
長
子
貞
雄
が
長
谷
川
家
に
養
子
に
出

て
、
当
時
賀
茂
水
穂
の
兄
東
海
が
養
子
に
入
っ
て
当
主
で
あ
っ
た
と
い
う
親
密
な
関
係
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
二
人
で
主
唱
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
及
び
大
村
像

地
山
銘
文
は
賀
茂
水
穂
一
人
の
主
唱
の
よ
う
に
記
す
が
、
主
唱
者
は
長
谷
川
と
賀
茂
の
二
人
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
賀
茂
が
実
務
の
中
心
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
銅
像
で
な
く
「
紀
念
碑
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
し
ぶ
み
を
構
想
し
て
い
た

と
も
解
さ
れ
る
が
、
四
ヶ
月
後
の
明
治
十
六
年
三
月
十
日
付
『
東
京
日
日
新
聞
』
は
、「
故
兵

部
大
輔
大
村
益
次
郎
君
の
紀
念
碑
」
に
つ
い
て
「
三
重
臺
石
の
上
に
標
石
を
建
、
壇
上
に
ハ
君

が
結
髪
双
刀
を
佩
れ
し
立
像
を
安
置
爲
す
由
な
り
」
と
報
じ
、「
立
像
」
を
含
む
全
体
を
「
紀

念
碑
」と
記
し
て
い
る
。
次
節
で
紹
介
す
る
銅
像
建
設
に
向
け
た
第
一
回
広
告
で
は
、「｢

モ
ニ
ュ

メ
ン
ト｣

ノ
言
タ
ル
記
念
標
ノ
謂
ナ
リ
石
彫
銅
鑄
シ
テ
以
テ
其
人
ヲ
像
ニ
シ
壇
ヲ
築
キ
テ
之

ヲ
立
テ
」
と
あ
り
、
肖
像
を
石
彫
銅
鑄
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
「
記
念
標
」
と
述
べ
て
い
る
。

但
し
第
二
回
広
告
で
「「
歐
洲
ノ
紀
念
標
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、「
紀
念
」
に
訂
正
し
た
と

見
ら
れ
る
。「
紀
念
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
「
後
日
の
思
ひ
出
に
残
し
て
お
く
物
事
」
と
あ
り
、「
物
を
と
ど
め
て
後
の
お
も
ひ
で
に
す

る
」
記
念
を
「
紀
念
と
書
く
は
非
」
と
載
せ
、両
者
を
区
別
し
て
い
る
。
新
た
に
大
村
を
偲
ぶ
た
め
に
建
て
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
紀
念
」 写真 8　賀茂水穂書簡控
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が
正
し
い
表
記
と
い
え
よ
う
。
ま
た
明
治
十
五
年
十
月
十
四
日
付
で
上
野
公
園
東
照
宮
境
内
に
井
伊
直
弼
像
建
設
を
博
物
局
に
提
出
し
た

請
願
文
も
、「
紀
念
碑
建
設
致
度
」
と
記
し
つ
つ
建
て
る
も
の
は
「
銅
像
式
銅
標
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
上
記
A

に
記
す
「
紀
念
碑
」
は
大
村
を
偲
ぶ
銅
像
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
当
初
か
ら
銅
像
を
構
想
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
上
記
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
記
事
は
、
建
設
地
を
「
場
所
ハ
上
野
公
園
内
若
し
く
ハ
靖
國
神
社
の
境
内
な
ら
ん
と
云
へ
り
」

と
報
じ
、
上
野
公
園
の
構
想
も
あ
っ
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
発
起
時
に
靖
国
神
社
に
建
設
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
靖
國
神
社
は
、
そ
の
創
建
に
大
村
益
次
郎
が
中
心
的
役
割
を
担
い
、
官
軍
東
征
後
に
帰
郷
で
き
な
く
な
っ
た
報
国
隊
・
赤
心

隊
の
六
十
二
名
を
大
村
が
斡
旋
し
て
社
司
に
も
抱
え
て
お
り
、
元
報
国
隊
の
長
谷
川
や
賀
茂
に
と
っ
て
は
大
村
の
旧
恩
の
地
で
あ
っ
た
こ

と
が
銅
像
の
場
所
選
定
の
理
由
と
思
わ
れ
る
。
提
案
の
賛
同
を
承
け
て
、
大
村
像
建
設
発
起
人
総
代
原
田
一
道
外
六
名
は
、
明
治
十
九
年

四
月
に
靖
國
神
社
境
内
ヘ
の
建
設
を
申
請
し
、
同
年
六
月
四
日
付
で
陸
軍
・
海
軍
・
内
務
省
の
許
可
を
得
て
い
る（

11
（

。
原
田
一
道
を
発
起
人

総
代
と
し
た
の
は
、
彼
が
当
時
陸
軍
少
将
正
五
位
勲
三
等
、
元
老
院
議
官
、
陸
軍
砲
兵
会
議
議
長
と
い
う
地
位
に
あ
り
、
陸
軍
の
重
鎮
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
外
六
名
の
氏
名
は
不
詳
で
あ
る
が
、
長
谷
川
貞
雄
や
賀
茂
水
穂
が
入
っ
て
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
大
村
像
は
長
谷
川
や
賀
茂
が
当
初
想
定
し
て
い
た
よ
う
に
、
靖
國
神
社
境
内
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
村
の
紀
念
祭
に
参
列
し
た
の
は
東
伏
見
宮
嘉
彰
（
小
松
宮
彰
仁
）
親
王
を
は
じ
め
と
す
る
百
余
名
で
、
長
谷
川

貞
雄
と
賀
茂
水
穂
が
、
大
村
益
次
郎
の
「
紀
念
碑
」
と
し
て
の
銅
像
を
大
村
や
報
国
隊
に
関
係
の
深
い
靖
國
神
社
に
建
設
す
る
こ
と
を
発

起
し
、
参
会
者
の
賛
同
を
得
た
こ
と
、
十
一
日
後
に
は
幹
事
が
集
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

　
　

３
　 

大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
広
告 

―
な
ぜ
銅
像
を
建
設
す
る
の
か
―

　

大
村
像
建
設
の
広
告
は
三
度
（
三
種
類
）
出
さ
れ
て
お
り
、『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
も
載
せ
て
い
る
。
第
一
回
は
年
月
不
詳
、
第
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二
回
は
明
治
十
七
年
五
月
付
で
、
同
二
十
一
年
五
月
付
「
附
言
」
が
追
記
さ
れ
た
。
第
三
回
は
明
治
二
十
二
年
五
月
付
で
あ
る
。
第
一
回

目
の
広
告
は
、
現
物
が
浜
松
市
西
区
雄
踏
町
の
中
村
家
文
書
に
あ
る
。
中
村
家
は
上
記
の
よ
う
に
長
谷
川
貞
雄
の
実
家
で
あ
り
、
当
時
賀

茂
水
穂
の
兄
東
海
が
養
子
に
入
っ
て
当
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
物
に
は
「
廣
告
」
の
タ
イ
ト

ル
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
聞
に
広
告
と
し
て
掲
載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

（
写
真
９
）。
第
二
回
目
も
「
廣
告
」
と
あ
る
の
で
新
聞
に
掲
載
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
第
三
回
目
は
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
同
志
に
頒

ち
た
り
」
と
あ
る
の
で
、
印
刷
し
て
同
志
に
配
付
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
に
銅
像
建
設
の
趣
旨
を
述
べ
寄
付
金
を
募
る
も
の
で
あ
る
。『
大
村

益
次
郎
先
生
傳
』
に
「
賀
茂
氏
専
ら
庶
事
を
擔
當
し
稟
議
奔
走
醵
金
募
集

の
こ
と
を
務
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
こ
の
時
期
賀
茂
水
穂
は
後
述
の

賀
茂
真
淵
墓
改
修
事
業
の
募
金
広
告
を
し
ば
し
ば
新
聞
に
掲
載
し
て
い
た

こ
と
か
ら
も
、
賀
茂
が
広
告
の
撰
文
や
掲
載
の
手
配
な
ど
を
行
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
広
告
で
注
目
す
べ
き
こ
と
を
列
記
す
る
。

　

第
一
に
、「
私
ニ
祭
祀
ス
ル
今
ニ
於
テ
十
三
年
ヲ
累
ヌ
頃
ロ
相
議
シ
テ

公
ノ
肖
像
ヲ
銅
鑄
シ
以
テ
歐
洲｢

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト｣

ノ
例
ニ
傚
ハ
ン
ト
欲

ス
」
と
あ
り
、
大
村
の
死
後
毎
年
祭
祀
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、
十
三
年
目

は
明
治
十
五
年
で
、
そ
の
時
の
祭
典
で
「
肖
像
ヲ
銅
鋳
」
し
た
「
記
念
標
」

の
建
設
が
決
定
し
た
と
い
う
発
起
の
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
記�

写真 9　大村益次郎銅像の第一回広告（浜松市博物館提供）
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念
標
」
に
つ
い
て
は
、「
記
念
標
別
紙
繪
圖
ノ
如
シ
」「
銅
像　

鑄
銅
製　

�
肖
像
ノ
高
六
尺
」
と
記
し
、
絵
図
を
載
せ
て
い
る（

11
（

（
写
真
10
）。
六
段

に
積
み
上
げ
た
基
壇
の
上
に
方
柱
を
載
せ
、
そ
の
上
に
大
村
益
次
郎

が
羽
織
・
袴
に
総
髪
、
刀
を
帯
び
て
左
手
で
掴
み
、
右
手
は
鞭
を
持
っ

て
立
つ
姿
で
あ
り
、
当
初
の
大
村
像
は
こ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
掲
げ
た
明
治
十
六
年
三
月
十
日
付
『
東
京

日
日
新
聞
』
の
「
今
其
結
構
を
聞
に
、
三
重
臺
石
の
上
に
標
石
を
建
、

壇
上
に
ハ
君
が
結
髪
双
刀
を
佩
れ
し
立
像
」
を
髣
髴
さ
せ
る
が
、
結
髪

や
三
重
台
石
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
広
告
」
の
時
期
は
不
明

で
あ
る
が
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
記
事
は
こ
の
広
告
を
見
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
、
第
二
回
目
の
広
告
と
附
言
、
第
三
回
目
の

広
告
と
も
に
五
月
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
十
六
年
五
月
で
は
な
か
ろ
う
か
。
図
を
描
い
た
人
物
も
不
明
で
あ
る
が
、
素
人
と
は
思
え

ず
、
銅
像
の
知
識
を
も
っ
た
美
術
家
で
あ
ろ
う
。
二
年
後
の
四
月
に
大
村
像
制
作
を
委
囑
さ
れ
る
大
熊
氏
廣
は
、
明
治
十
五
年
六
月
に
工

部
美
術
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
、
こ
の
頃
は
新
築
中
の
有
栖
川
宮
邸
の
彫
刻
部
を
担
当
し
て
い
た
。
前
章
で
述
べ
た
賀
茂
水
穂
と
有
栖
川

宮
熾
仁
親
王
と
の
密
接
な
関
係
を
考
え
る
と
、
図
は
賀
茂
の
委
囑
に
よ
り
大
熊
氏
廣
が
描
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
な
ぜ
銅
像
を
建
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
回
広
告
で
「
功
ヲ
當
世
ニ
立
テ
德
ヲ
後
代
ニ
遺
ス
者
ハ
以
テ
祠
シ
テ

祀
ル
ヘ
ク
以
テ
筆
シ
テ
傳
フ
ベ
シ
」
と
冒
頭
に
記
し
、「
後
人
ヲ
シ
テ
欣
羨
奮
激
シ
テ
其
風
ヲ
慕
ヒ
其
跡
ヲ
追
ハ
シ
メ
バ
其
世
運
ノ
進
歩

ニ
裨
益
ス
ル
豈
淺
少
ナ
ラ
ン
」
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
欧
州
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
も
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
あ
る
と
い
い
、「
モ

ニ
ユ
メ
ン
ト
」
は
「
記
（
紀
）
念
標
」
の
こ
と
で
、
石
彫
銅
鋳
し
て
公
衆
の
集
ま
る
所
に
建
て
、
そ
の
人
物
の
功
績
や
徳
を
後
人
に
伝
え

写真 10　第一回広告の大村公記念標
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る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
村
益
次
郎
に
つ
い
て
は
従
来
の
「
祠
」
や
「
筆
」
で
な
い
、
西
洋
の
「
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
」
に
倣
っ
た
銅
像
を
記
念
碑
と
し
て
建
て
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
筆
」
と
は
、
文
字
に
よ
っ
て
後
人
に
伝
え
る

こ
と
で
あ
り
、
祠
に
対
す
る
碑
（
い
し
ぶ
み
）
を
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
、
明
治
九
年
十
一
月
十
八
日
付
教
部
大
輔
宍
戸
璣
が
太
政
大
臣
三
條
実
美
に
提
出
し
た
「
官
社
ヘ

銅
石
像
設
立
之
儀
ニ
付
伺（

11
（

」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

　
　

神
社
之
儀
ハ
古
來
偶
像
祭
祀
ノ
典
礼
ニ
ハ
無
之
候
得
共
、（
中
略
）
別
格
官
幣
社
ノ
如
キ
ハ
最
モ
近
代
ノ
功
臣
ヲ
祭
祀
ノ
モ
ノ
ニ
付
、

　
　

其
影
像
等
現
存
シ
功
績
歴
然
タ
ル
処
、
若
シ
或
ハ
未
タ
社
殿
造
築
無
之
向
等
ニ
於
テ
、
即
今
将
ニ
着
手
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
制
限
ノ
殿
宇

　
　

ヲ
減
縮
シ
、
別
ニ
西
洋
モ
ニ
ユ
ウ
メ
ン
ト
ノ
躰
ニ
倣
ヒ
祭
神
ノ
銅
石
像
等
ヲ
設
立
シ
、
該
神
ノ
功
德
ヲ
永
世
不
朽
ニ
記
憶
瞻
仰
セ
シ

　
　

メ
ン
コ
ト
ヲ
申
立
ツ
ル
向
有
之
節
ハ
、
制
限
ノ
殿
宇
ニ
用
ユ
ル
工
費
之
幾
分
ヲ
分
割
シ
テ
銅
石
像
ノ
入
費
ニ
御
支
給
ノ
御
詮
議
ニ
可

　
　

相
成
次
第
ニ
候
哉
。（
下
略
）

　

こ
れ
は
、
近
代
の
功
臣
を
祀
る
別
格
官
幣
社
を
こ
れ
か
ら
建
設
す
る
場
合
、
建
設
予
定
の
社
殿
な
ど
を
縮
小
し
て
そ
の
分
「
西
洋
モ
ニ

ユ
ウ
メ
ン
ト
」
に
倣
っ
た
祭
神
の
銅
石
像
を
設
立
し
た
い
旨
の
申
請
が
あ
れ
ば
許
可
し
て
よ
い
か
の
伺
い
で
あ
り
、
翌
明
治
十
年
一
月

二
十
五
日
付
で
許
可
さ
れ
た
。「
西
洋
モ
ニ
ユ
ウ
メ
ン
ト
」
に
倣
っ
た
祭
神
の
銅
石
像
に
つ
い
て
、
祭
神
の
功
德
を
永
世
不
朽
に
記
憶
し

瞻
仰
の
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
行
政
を
担
っ
た
教
部
省
が
推
奨
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
伺
い
で
あ
る
。
祭
神
の
記
念
性
を
、

神
社
の
建
築
で
な
く
銅
石
像
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る（

11
（

。
第
一
回
広
告
で
「
銅
石
像
」
を
「
石
彫
銅
鋳
」
と
表
現
し
、

そ
の
建
設
目
的
な
ど
も
「
伺
」
に
近
似
し
て
お
り
、賀
茂
水
穂
撰
文
と
思
わ
れ
る
こ
の
広
告
は
、「
伺
」
を
参
考
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

西
洋
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
概
念
は
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
洋
行
者
や
岩
倉
使
節
団
随
行
員
な
ど
に
よ
り
、
日
本
の
神
社
や
信
仰
と
対
比
し
て

書
籍
等
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
上
記
「
伺
」
も
、
別
格
官
幣
社
に
お
け
る
祭
神
の
記
念
性
を
具
象
化
す
る
も
の
と
し
て
教
部
省
で
注
目
し
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太
政
官
も
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
西
洋
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
導
入･

受
容
に
あ
た
っ
て
の
宗
教
性
と
記
念
性
は
注
目
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
神
社
や
碑
よ
り
も
そ
の
人
物
の
顕
彰
を
広
く
ま
た
後
世
に
伝
え
て
い
く
記
念
性
の
高
い
も
の
と
し
て
、
上
記
伺
で
祭
神

の
銅
石
像
が
注
目
さ
れ
、
大
村
益
次
郎
の
場
合
に
は
既
に
神
社
や
石
碑
が
建
設
さ
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
記
念
性
の
高
い
も
の
と
し
て
銅

像
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

賀
茂
水
穂
は
、
大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
主
唱
者
で
あ
り
、
以
後
の
銅
像
建
設
に
最
も
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
は
大
村

像
制
作
中
の
大
熊
氏
廣
に
父
の
銅
像
の
制
作
も
依
頼
し
て
い
る
。「
年
譜
稿
」
の
明
治
二
十
四
年
条
に
「
賀
茂
鞆
音
翁
像
（
前
日
向
守
、

古
鏡
型
額
面
半
身
）、
同
氏
子
息
、
靖
國
神
社
宮
司
、
大
村
公
銅
像
発
起
人
の
一
人
賀
茂
水
穂
氏
依
頼
に
よ
る
（
６
月
着
手
、
９
月
完
成
）」

と
あ
る
。
そ
し
て
賀
茂
は
同
二
十
四
年
十
月
三
十
日
付
の
実
兄
中
村
東
海
宛
葉
書
で「
山
本
家
ヘ
進
呈
ノ
亡
父
翁
銅
像
額
面
出
來
候
ニ
付
」

「
右
ハ
十
一
月
下
旬
亡
父
翁
霊
祭
日
ニ
付
、
其
節
本
宅
ノ
内
ヘ
一
應
額
面
ニ
掲
ケ
、
祭
事
中
親
戚
之
者
ヘ
一
覧
ニ
供
し
度
候
」「
且
霊
祭
相

濟
候
上
、
山
本
家
ヘ
御
渡
し
可
被
下
候
」
と
記
し
て
い
る（

11
（

。
水
穂
の
父
の
霊
祭
に
掲
げ
る
た
め
、
父
の
半
身
を
鋳
出
し
た
古
鏡
型
銅
像
を

造
り
、
出
来
上
が
っ
た
の
で
送
る
と
と
も
に
、
霊
祭
終
了
後
は
父
鞆
音
の
実
家
で
あ
り
水
穂
の
長
兄
山
本
金
木
が
養
子
に
入
っ
た
山
本
家

へ
進
呈
し
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
銅
像
は
、
こ
こ
で
は
父
の
霊
祭
の
対
象
と
し
て
掛
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
賀
茂
水
穂

の
銅
像
へ
の
思
い
の
強
さ
や
、
銅
像
が
霊
祭
の
対
象
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
明
治
九
年
の
教
部
省
伺
の
背
景
と
な
っ
た
護
王
神
社
の
和
気
清
麻
呂
銅
像
や
、
伺
を
承
け
て
の
建
勲
神
社
の
織
田
信
長
銅

像
は
、
計
画
の
み
で
建
設
に
至
ら
な
か
っ
た
が（

11
（

、
大
村
益
次
郎
銅
像
の
場
合
西
洋
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
倣
っ
た
初
め
て
の
本
格
的
な
銅
像
が

靖
國
神
社
外
苑
の
馬
場
中
央
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
、
美
術
史
上
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
新
た
な
道
を
拓
い
た
賀
茂
水
穂
の
人

物
像
に
も
、
新
た
な
側
面
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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４
　
大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
発
起
人  

―
銅
像
建
設
の
歴
史
的
背
景
―

　
　
（
１
）
広
告
か
ら
見
た
発
起
人
の
特
色

　

大
村
像
建
設
の
広
告
の
後
段
に
、『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
物
に
は
「
発
起
人
」
の
氏
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。
中
村
家
所
蔵
の
第
一
回
目
広
告
は
四
十
六
名
、
東
京
藝
術
大
学
所
蔵
の
第
二
回
目
広
告
は
六
十
七
名
で
内
訳
は
第
一
回
目
の
一

名
が
抜
け
、
新
た
に
二
十
二
を
加
え
て
い
る
。
第
一
回
目
に
は
「
幹
事
」
の
氏
名
に
〇
印
が
付
せ
ら
れ
、
石
井
忠
亮
・
石
井
邦
猷
・
香
川

敬
三
・
片
岡
利
和
・
賀
茂
水
穂
・
近
藤
眞
琴
・
三
宮
義
胤
・
寺
島
秋
介
・
中
島
佐
衡
・
原
田
一
道
・
長
谷
川
貞
雄
・
船
越
衛
の
十
二
名
で

あ
る
。『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』
に
載
せ
る
前
年
十
一
月
選
出
の
「
銅
像
造
立
委
員
」
七
名
（
銅
像
地
山
に
刻
ま
れ
た
委
員
と
同
じ
）
か

ら
山
田
顕
義
・
井
上
教
通
が
抜
け
て
、
新
た
に
七
名
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
両
方
に
名
を
連
ね
る
片
岡
・
寺
島
・
原
田
・
長
谷
川
・
賀

茂
の
五
名
が
運
営
の
中
心
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
回
目
の
広
告
に
は
幹
事
の
記
載
が
な
く
、
趣
旨
の
賛
同
者
の
報
知
先
と
し
て
長

谷
川
貞
雄
・
賀
茂
水
穂
の
二
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
主
唱
者
で
あ
り
庶
務
を
担
当
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

二
回
の
広
告
に
名
を
記
す
六
十
八
名
を
、
経
歴
に
よ
り
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
う
ち
一
名
は
不
明
、
発
起
当
時
の
役
職
等
が

不
明
な
場
合
が
多
い
の
で
経
歴
と
し
て
分
類
し
た
。
数
字
は
延
べ
数
）。

　

①
軍
関
係
40
（
陸
軍
（9
・
海
軍
（7
・
兵
部
４
）

　

②
政
府
機
関
（0
（�

内
務
８
・
宮
内
７
・
司
法
３
・
大
蔵
３
・
工
部
３
・
外
務
２
・
太
政
官
２
・
元
老
院
１
・
農
商
務
１
。
陸
海
軍
省
を
除
く
）

　

③
民　
　

間
６
（
新
聞
・
三
菱
・
煉
瓦
・
電
燈
・
料
亭
（
紅
葉
館
）・
京
都
豪
商
、
各
１
）

　

軍
関
係
は
四
十
名
と
半
数
を
越
え
、
山
田
顕
義
・
原
田
一
道
・
船
越
衛
な
ど
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
大
村
益
次
郎
と
と
も
に
軍
事
に

関
わ
っ
た
人
た
ち
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
政
府
機
関
で
も
、
例
え
ば
山
田
顕
義
は
軍
関
係
か
ら
司
法
に
転
じ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
初

期
に
軍
関
係
に
勤
務
し
て
他
機
関
に
転
じ
た
事
例
は
、
他
に
八
名
確
認
し
て
い
る
。
上
記
分
類
と
は
別
に
、
大
村
が
安
政
三
年
十
一
月
に
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江
戸
麹
町
に
開
い
た
私
塾
「
鳩
居
堂
」
の
塾
生
が
七
名
（
子
安
峻
・
近
藤
眞
琴
・
野
邊
地
尚
義
・
關
澤
明
清
・
中
島
佐
衡
・
伊
藤
雋
吉
・

遠
藤
謹
助
）
お
り（

11
（

、
読
売
新
聞
社
初
代
社
長
の
子
安
、「
先
生
祭
典
」
の
場
所
紅
葉
館
の
支
配
人
野
邊
地
な
ど
異
色
の
人
物
が
含
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
公
家
が
五
名
お
り
、
う
ち
萬
里
小
路
通
房
は
そ
の
娘
が
賀
茂
水
穂
の
長
男
厳
雄
に
嫁
し
、
厳
雄
三
女
が
通
房
の
孫
芳
房
に

嫁
す
な
ど
、
賀
茂
水
穂
と
の
関
係
が
深
い
。
洋
行
者
は
確
認
で
き
た
だ
け
で
十
八
名
い
る
。
岩
倉
使
節
団
の
随
行
や
留
学
な
ど
で
あ
り
、

そ
の
多
さ
も
特
色
と
い
え
よ
う
。西
洋
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
帰
国
後
に
紹
介
し
た
の
は
彼
等
洋
行
者
で
あ
り
、西
洋
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
倣
っ

た
大
村
益
次
郎
銅
像
を
建
て
る
こ
と
を
主
唱
し
た
賀
茂
水
穂
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
概
念
を
紹
介
し
、
建
設
に
積
極
的
に
賛
同
し
た
の
も
彼

等
洋
行
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
戊
辰
戦
争
で
駿
遠
の
神
職
が
報
国
隊
・
赤
心
隊
を
結
成
し
て
有
栖
川
宮
を
大
総
督
と
す
る
東
征
軍
に
供
奉
し
た
彼
等

が
、
こ
こ
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
官
軍
側
と
し
て
活
動
し
た
彼
等
は
、
国
許
が
徳
川
家
達
の
領
地
と
な
っ
た
こ
と
で
戻
る
こ
と
が
で
き
ず
、

大
村
益
次
郎
が
招
魂
社
（
後
の
靖
國
神
社
）
を
建
て
て
彼
等
の
う
ち
六
十
二
名
を
社
司
と
す
る
よ
う
斡
旋
し
た
経
緯
が
あ
る（

11
（

。
こ
こ
に
名

を
連
ね
て
い
る
の
は
、
報
国
隊
の
長
谷
川
貞
雄
・
賀
茂
水
穂
（
以
上
海
軍
）、
鷹
森
茂
・
大
久
保
春
野
（
以
上
陸
軍
）、
赤
心
隊
の
富
士
重

元
（
陸
軍
）
の
五
名
で
、
皆
軍
関
係
に
奉
職
し
て
い
る
。
そ
し
て
長
谷
川
と
賀
茂
が
大
村
像
建
設
の
主
唱
者
と
い
う
こ
と
か
ら
、
大
村
像

建
設
の
背
景
を
報
国
隊
の
視
点
で
捉
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
２
）
賀
茂
真
淵
墓
の
改
修
と
大
村
益
次
郎
銅
像
の
建
設

　

賀
茂
水
穂
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
十
五
年
初
頭
か
ら
品
川
東
海
寺
の
賀
茂
真
淵
の
墓
改
修
事
業
に
本
格
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
遠
州
国
学
の
仲
間
や
そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
報
国
隊
の
元
隊
員
、
東
京
で
知
己
を
得
た
国
学
者
・
神
道
家
な
ど
に
呼
び
か
け
て

事
業
の
賛
同
者
を
固
め
、「
告
條
」
と
い
う
名
の
今
日
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
付
し
、
新
聞
に
広
告
を
何
度
も
掲
載
し
て
賛
同
者
や
寄
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付
金
を
集
め
る
な
ど
、
全
国
に
呼
び
か
け
て
事
業
を
展
開
し
た
。
水
穂
が
常
に
相
談
し
て
い
た
同
志
は
、
長
谷
川
貞
雄
と
三
年
後
に
真
清

田
神
社
宮
司
と
な
る
平
田
銕
胤
同
門
の
大
伴
千
秋
で
あ
っ
た
。
墓
地
を
同
じ
東
海
寺
内
の
開
山
沢
庵
の
墓
に
近
い
有
栖
川
宮
家
墓
地
の
隣

地
に
求
め
、
同
十
五
年
十
月
七
日
に
真
淵
の
墓
を
改
葬
し
た
。『
畧
日
記
』
に
は
、
当
日
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

本
日
改
葬
、
出
會
人
員
左
之
通
、
主
唱
者
、
長
谷
川
貞
雄
・
賀
茂
水
穂
・
大
伴
千
秋
・
平
尾
八
束
・
西
尾
貞
俊
・
娃
本
孝
承
・
中
山

光
雄
・
佐
藤
信
凞
・
辻
村
吉
野
・
山
本
瑞
枝
・
鷹
森
茂
、
正
午
ニ
來
。
本
居
豊
頴
、
本
日
祭
主
た
り
。
平
田
胤
雄
、
神
官
四
人
ニ
付
、

又
細
井
以
年
・
井
上
頼
国
來
。
娃
部
氏
喜
与
子
來
集
。
正
午
十
二
時
、
改
葬
之
詞
ヲ
告
、
祭
典
執
行
。
警
察
官
弐
名
立
會
。
右
祭
事

畢
テ
御
墓
堀
ニ
掛
ル
。
諸
員
正
食
ス
。
午
後
三
時
、
尊
骸
發
見
。
新
キ
墓
ニ
治
メ
、
式
ノ
如
ク
新
墓
地
ヘ
送
葬
ス
。
夫
ヨ
リ
埋
葬
叮

嚀
ニ
致
し
、
八
尺
以
下
ノ
地
ニ
治
ム
。
午
後
五
時
ニ
漸
ク
埋
葬
相
濟
。
次
ニ
祭
事
執
行
。
本
日
之
祭
文
前
後
兩
度
祭
之
。
權
大
教
正

本
居
豊
頴
勤
之
。
副
祭
主
權
少
教
正
平
田
胤
雄
外
神
官
四
人
神
拝
。
順
序
左
之
如
シ
。（
中
略
）
午
後
六
時
祭
事
無
滞
相
濟
。

　

本
居
豊
頴
・
平
田
胤
雄
は
改
葬
事
業
の
賛
同
者
で
あ
り
、
祭
主
・
副
祭
主
を
勤
め
た
。
改
葬
に
主
唱
者
は
十
一
名
参
加
し
、
浅
羽
義
樹
・

大
久
保
春
野
・
足
立
靜
・
松
下
勝
信
・
永
井
信
光
が
欠
席
で
あ
っ
た（

11
（

。
合
計
十
六
名
の
主
唱
者
の
報
国
隊
関
係
者
は
長
谷
川
・
賀
茂
・
平

尾
・
西
尾
・
中
山
・
佐
藤
・
辻
村
・
山
本
（
水
穂
の
長
兄
山
本
金
木
の
子
）・
鷹
森
・
浅
羽
・
大
久
保
・
永
井
の
十
二
名
で
あ
る
。
四
分

の
三
が
報
国
隊
関
係
者
で
あ
り
、
墓
地
改
修
は
長
谷
川
貞
雄
・
賀
茂
水
穂
が
元
報
国
隊
員
を
結
集
し
、
彼
等
を
中
核
と
し
て
行
っ
た
事
業

と
い
え
る
。

　

墓
地
改
修
は
、
転
墓
を
終
え
て
も
新
墓
地
の
整
備
等
で
そ
の
後
も
事
業
は
継
続
さ
れ
、
墓
域
に
現
存
す
る
本
居
豊
頴
撰
文
の
「
賀
茂
翁

墳
墓
改
修
之
碑
」
は
明
治
二
十
一
年
五
月
付
で
あ
る
。
一
方
、
賀
茂
水
穂
ら
は
明
治
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
の
『
畧
日
記
』
に
「
大
伴

役
所
（
註
、
水
穂
の
勤
務
す
る
海
軍
省
）
ヘ
來
、
四
大
人
贈
位
願
書
持
参
。
大
伴
同
道
、
東
京
府
ヘ
出
願
。
銀
林
書
記
官
ニ
面
會
、
願
書

差
上
ル
。
右
願
書
調
印
連
署
」
と
あ
る
よ
う
に
、
四
大
人
の
贈
位
を
出
願
し
た
。
上
請
文
に
連
署
し
た
「
有
志
者
総
代
」
は
、
長
谷
川
貞
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雄
・
賀
茂
水
穂
・
大
伴
千
秋
（
賀
茂
真
淵
五
代
孫
岡
部
喜
代
代
印
）・
鈴
木
重
嶺
・
井
上
頼
囶
・
羽
倉
光
表
（
羽
倉
東
満
七
代
孫
）・
本
居

豊
頴
（
本
居
宣
長
三
代
孫
）・
平
田
胤
雄
（
平
田
篤
胤
四
代
孫
）
の
八
名
で
、
上
請
文
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

1（
（

。

　
　

維
新
盛
業
ノ
結
果
ハ
天
皇
陛
下
聖
德
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
亦
勤
王
諸
士
ノ
輩
出
ニ
原
因
セ
ス
ン
バ
ア
ラ
ス
、
而
テ
此
ノ
諸
士

　
　

輩
出
ノ
結
果
ヲ
顕
ハ
ス
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
則
羽
倉
東
滿
・
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
・
平
田
篤
胤
等
の
著
書
其
原
因
ヲ
ナ
セ
バ
ナ
リ
。

　

維
新
盛
業
を
成
し
た
そ
の
原
因
と
し
て
四
大
人
が
果
た
し
た
功
績
を
述
べ
、
既
に
贈
位
さ
れ
た
蒲
生
君
平
や
佐
藤
信
淵
は
四
大
人
の

弟
子
で
あ
る
こ
と
も
引
き
合
い
に
し
て
贈
位
を
出
願
し
た
。
結
果
は
翌
年
二
月
二
十
七
日
に
四
大
人
と
も
に
正
四
位
の
贈
位
が
宣
下
さ

れ
た（

11
（

。
こ
の
四
大
人
の
贈
位
出
願
の
十
三
日
前
、
十
一
月
十
五
日
に
、
長
谷
川
と
賀
茂
は
大
村
銅
像
建
設
を
発
起
し
た
の
で
あ
る
。
長
谷

川
と
賀
茂
は
、
墓
地
改
修
事
業
と
四
大
人
贈
位
請
願
へ
の
取
り
組
み
の
中
で
大
村
益
次
郎
銅
像
の
建
設
を
発
起
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両

者
の
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、前
者
が
報
国
隊
の
基
盤
を
な
し
た
遠
州
国
学
が
生
み
出
し
た
賀
茂
真
淵
の
顕
彰
で
あ
り
、

後
者
は
報
国
隊
が
官
軍
東
征
に
供
奉
し
て
上
野
戦
争
ま
で
戦
い
招
魂
社
（
靖
國
神
社
）
の
創
建
・
奉
仕
に
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
た
大
村

益
次
郎
の
顕
彰
で
あ
る
。
賀
茂
真
淵
と
大
村
益
次
郎
の
顕
彰
と
い
う
、
一
見
繋
が
り
に
く
い
両
者
は
、
報
国
隊
の
活
動
を
通
し
て
関
連
を

持
ち
、
報
国
隊
に
と
っ
て
両
者
の
顕
彰
は
隊
の
顕
彰
に
も
繋
が
る
意
義
深
い
事
業
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
先
の
上
請
文
の
表
現
を
借
り

れ
ば
、
維
新
盛
業
の
原
因
を
成
し
た
功
績
と
し
て
の
賀
茂
真
淵
と
、
維
新
盛
業
を
軍
事
面
で
卓
抜
な
功
績
を
あ
げ
て
成
し
遂
げ
た
大
村
益

次
郎
の
顕
彰
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

時
に
明
治
十
五
年
は
、
同
十
一
年
三
月
に
高
山
正
之
（
彦
九
郎
）、
同
十
四
年
五
月
に
蒲
生
秀
実
（
君
平
）、
同
十
五
年
六
月
に
林
子
平
・

佐
藤
信
淵
が
贈
位
さ
れ
る
な
ど
、
維
新
盛
業
を
も
た
ら
し
た
人
た
ち
へ
の
顕
彰
が
に
わ
か
に
意
識
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
欧
化

主
義
や
自
由
民
権
運
動
の
高
揚
の
中
で
政
府
要
路
の
人
た
ち
な
ど
に
時
勢
を
憂
慮
す
る
意
識
が
高
ま
り
、
明
治
十
五
年
四
月
に
伊
勢
に
皇

學
館
が
設
立
さ
れ
、
九
月
に
東
京
大
学
文
学
部
に
「
古
典
講
習
科
」
が
「
国
学
専
門
の
学
科（

11
（

」
と
し
て
開
業
し
、
同
年
十
一
月
に
皇
典
講
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究
所
が
開
黌
式
を
挙
げ
る
な
ど
、
時
勢
に
対
し
て
国
民
精
神
の
覚
醒
を
め
ざ
す
施
設
が
つ
く
ら
れ
、
国
学
が
再
び
注
目
さ
れ
る
気
運
を
見

せ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
長
谷
川
貞
雄
や
賀
茂
水
穂
ら
は
国
学
者
賀
茂
真
淵
の
墓
の
改
修
や
国
学
四
大
人
の
贈
位
を

め
ざ
す
事
業
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
発
起
は
、
こ
の
よ
う
な
報
国
隊
関
係
者
が
結
集
し
て
国
学
者
顕
彰

運
動
を
展
開
し
た
こ
と
と
、
維
新
を
も
た
ら
し
た
人
々
を
顕
彰
す
る
気
運
の
な
か
で
、
報
国
隊
関
係
者
が
大
村
益
次
郎
の
顕
彰
と
隊
の
顕

彰
を
併
せ
行
お
う
と
し
た
こ
と
が
、
主
唱
し
た
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

大
村
益
次
郎
銅
像
の
円
柱
部
は
、
大
村
を
顕
彰
す
る
三
條
実
美
の
撰
文
忸
書
を
鋳
出
し
た
、
本
来
な
ら
銅
像
の
中
心
と
な
る
べ
き
部
分

で
あ
る
が
、
上
に
乗
る
銅
像
が
意
識
さ
れ
る
と
銅
像
の
台
座
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
熊
氏
廣
は
制
作
過
程
の
明
治

二
十
三
年
に
既
に
「
鋳
鉄
台
」
と
称
し
て
お
り
、
こ
の
彫
刻
家
の
見
方
が
そ
の
後
定
着
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
円
柱
部
は
い
つ

誰
が
制
作
し
た
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
賀
茂
水
穂
の
構
想
に
よ
り
、
彼
の
推
挙
で
東
京
本
所
の
鋳
物
師
中
村
惣
左
衛
門
が

鋳
造
し
、
明
治
二
十
三
年
四
月
か
ら
六
月
頃
に
基
壇
の
上
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
大
村
銅
像
は
、
初
の
本
格
的
な
西
洋
式
銅

像
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
靖
國
神
社
外
苑
の
馬
場
中
央
と
い
う
公
衆
の
多
く
集
ま
る
場
所
を
選
定
し
た
こ
と
も
、
西
洋
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

に
ふ
さ
わ
し
い
立
地
で
あ
っ
た
。
銅
像
は
、
西
洋
の
彫
刻
や
銅
鋳
を
本
場
で
本
格
的
に
学
ん
だ
大
熊
氏
廣
の
作
と
し
て
、
こ
の
後
に
銅
像

時
代
を
も
た
ら
す
さ
き
が
け
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
壇
を
築
い
た
石
工
は
「
東
京
屈
指
の
巨
匠
」、
円
柱
部
は
本
所
の
鋳
物
師

と
思
わ
れ
、
近
代
以
前
か
ら
の
日
本
の
伝
統
技
術
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
一
辺
倒
で
な
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

建
設
の
流
れ
か
ら
見
る
と
、
基
壇
が
明
治
二
十
年
八
月
に
起
工
し
て
翌
二
十
一
年
七
月
に
竣
成
、
円
柱
部
は
大
熊
の
渡
欧
中
に
構
想
や

鋳
造
が
進
め
ら
れ
、
明
治
二
十
三
年
四
月
か
ら
六
月
頃
に
据
え
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
年
七
月
の
時
点
で
は
銅
像
の
高
さ
や
関
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連
す
る
費
用
も
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
東
京
美
術
学
校
の
岡
倉
覚
三
に
相
談
し
て
い
た
。
そ
れ
が
決
定
す
る
と
、
翌
八
月
か
ら
大
熊
は
石
膏

の
原
形
制
作
に
着
手
し
、
翌
二
十
四
年
六
月
か
ら
鋳
造
に
着
手
し
て
翌
二
十
五
年
十
月
に
完
成
、
同
年
中
に
据
え
付
け
ら
れ
て
翌
二
十
六

年
二
月
五
日
に
落
成
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
大
熊
氏
廣
に
委
嘱
し
て
か
ら
落
成
式
ま
で
約
八
年
、
基
壇
着
工
か
ら
銅
像
完
成
ま
で
約
五
年
か

か
っ
た
。
大
村
像
の
建
設
は
、
設
計
を
委
嘱
さ
れ
た
大
熊
が
基
壇
建
設
中
に
渡
欧
留
学
し
た
こ
と
で
、
基
壇
の
上
に
乗
る
も
の
が
定
ま
ら

ず
、建
設
が
遅
れ
た
。
日
本
に
本
格
的
な
西
洋
式
銅
像
を
生
み
出
す
に
あ
た
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
や
苦
難
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

大
村
益
次
郎
を
偲
ぶ
十
三
回
目
の
年
祭
が
明
治
十
五
年
十
一
月
十
五
日
、
大
村
の
鳩
居
堂
で
学
ん
だ
野
邊
地
尚
義
が
支
配
人
を
つ
と
め

る
紅
葉
館
で
催
さ
れ
た
。
席
上
、
長
谷
川
貞
雄
と
賀
茂
水
穂
が
大
村
益
次
郎
の
銅
像
を
靖
國
神
社
に
建
設
す
る
こ
と
を
発
起
し
、
百
余
名

の
参
会
者
か
ら
賛
同
を
得
た
。
そ
の
頃
明
治
維
新
に
功
績
を
あ
げ
た
人
々
を
贈
位
し
て
顕
彰
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
明
治
十
五

年
に
お
け
る
大
村
を
顕
彰
す
る
必
然
性
は
特
に
見
当
た
ら
な
い
。
大
村
の
年
祭
に
会
し
た
人
々
は
、
十
年
祭
の
時
点
で
大
村
の
郷
里
山
口

県
鋳
銭
司
村
の
大
村
神
社
に
「
大
村
子
神
道
之
碑
」
を
建
立
し
た
。
し
か
し
大
村
が
活
躍
し
た
舞
台
は
長
州
で
の
四
境
戦
争
の
後
は
主
に

京
都
や
江
戸
・
東
京
に
移
り
、
軍
務
官
判
事
と
し
て
上
野
戦
争
を
鎮
圧
し
て
江
戸
を
戦
火
か
ら
ま
も
る
と
と
も
に
、
東
北
・
箱
館
戦
争
を

鎮
圧
し
て
内
戦
を
収
め
、
新
政
府
に
お
け
る
軍
制
改
革
の
基
礎
を
創
り
上
げ
た
功
績
が
あ
る
。
東
京
に
大
村
を
顕
彰
す
る
紀
念
碑
と
し
て

の
銅
像
を
建
て
る
と
い
う
長
谷
川
・
賀
茂
の
発
起
に
、
十
三
年
目
の
年
祭
に
会
し
た
人
々
が
挙
っ
て
賛
成
し
た
の
は
、
大
村
が
長
州
人
で

あ
る
と
と
も
に
明
治
政
府
の
軍
務
官
判
事
・
兵
部
大
輔
と
し
て
維
新
盛
業
を
成
し
遂
げ
た
功
労
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
を
顕
彰
す
る
銅

像
を
東
京
に
建
て
る
と
い
う
発
起
に
賛
同
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
時
期
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
顕
彰
の
場
所
が
東
京
で
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
「
大
村
子
神
道
之
碑
」
の
よ
う
な
従
来
型
の
顕
彰
碑
と
は
違
っ
た
西
洋
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
倣
っ
た
銅
像
を
建
て

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
記
念
性
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
洋
式
軍
制
を
推
進
し
た
大
村
に
ふ
さ
わ
し
い
顕
彰
の
形
と
し
て
、
洋

行
者
が
多
い
参
会
者
の
賛
同
を
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、
主
唱
者
で
あ
る
長
谷
川
貞
雄
や
賀
茂
水
穂
に
つ
い
て
は
、
発
起
当
時
、
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折
か
ら
の
国
学
台
頭
の
気
運
の
な
か
で
報
国
隊
の
元
隊
員
を
中
核
と
し
て
賀
茂
真
淵
の
墓
地
改
修
と
真
淵
ら
四
大
人
の
贈
位
に
奔
走
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
大
村
益
次
郎
銅
像
建
設
の
発
起
は
、
報
国
隊
へ
の
想
起
と
顕
彰
の
念
が
背
景
と
し
て
強
く
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
賀
茂
百
樹
の
孫
賀
茂
千
春
氏
、
浜
松
市
西
区
雄
踏
町
の
中
村
正
直
氏
、
嶋
竹
秋
氏
、
同
町
金
山
神
社
関
係
者
、

浜
松
市
博
物
館
の
宮
㟢
貴
浩
氏
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
、
川
口
市
立
文
化
財
セ
ン
タ
ー
分
館
郷
土
資
料
館
の
島
村
邦
男
氏
、
小
湊

誕
生
寺
、
川
島
敏
郎
氏
、
屋
外
彫
刻
調
査
保
存
研
究
会
の
代
表
田
中
修
二
氏
と
大
坪
潤
子
氏
に
は
多
大
な
ご
便
宜
や
ご
教
示
を
得
た
。
ま

た
本
稿
は
國
學
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
第
四
回
研
究
会
で
発
表
し
た
内
容
を
一
部
手
直
し
し
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
会
に
参
加

さ
れ
た
先
生
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
付
し
て
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
註

　
（
（
）�　

屋
外
彫
刻
調
査
保
存
研
究
会
『
屋
外
調
査
保
存
研
究
会
会
報
』
創
刊
号
（
一
九
九
九
年
）、
二
十
五
頁
。

　
（
（
）�　

註
（
１
）
文
獻
で
は
、
大
村
益
次
郎
銅
像
に
つ
い
て
の
文
献
や
美
術
史
、
金
属
の
化
学
分
析
や
基
壇
下
部
の
発
掘
調
査
も
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
円

柱
部
に
つ
い
て
は
殆
ど
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。
木
下
直
之
『
世
の
途
中
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
―
近
代
日
本
の
記
憶
』（
晶
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）、

吉
田
朝
子
「
大
熊
氏
廣
作
《
大
村
益
次
郎
像
》
か
ら
「
銅
像
」
と
は
何
か
を
考
え
る
」（『
近
代
画
説
』
第
十
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）
で
、
円
柱
部
の

意
味
づ
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
（
）�　

註
（
１
）
文
獻
に
よ
る
。

　
（
4
）�　

屋
外
彫
刻
調
査
保
存
研
究
会
（
代
表
：
田
中
修
二
氏
）
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
黒
川
弘
毅
氏
撮
影
の
写
真
に
よ
る
。

　
（
5
）�　

現
物
は
浜
松
市
博
物
館
寄
託
の
中
村
家
文
書
（『
中
村
家
文
書
目
録
』
宇
布
見
村
・
新
所
村
、
三
四
六
・
三
四
七
番
）
に
あ
る
。

　
（
（
）�　

木
下
直
之
『
世
の
途
中
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
―
近
代
日
本
の
記
憶
』（
晶
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。
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（
7
）�　

東
京
藝
術
大
学
が
一
九
八
五
年
に
入
手
し
た
も
の
で
、
賀
茂
水
穂
家
旧
蔵
資
料
と
思
わ
れ
る
。
同
書
簡
を
含
め
大
村
像
建
設
に
関
わ
る
文
書
七
点

が
巻
子
装
さ
れ
て
い
る
。
書
簡
の
み
は
、
吉
田
千
鶴
子
「
大
村
益
次
郎
銅
像
関
係
資
料
」（『
昭
和
59
年
度
東
京
藝
術
大
学
藝
術
資
料
館
年
報
』
所
収
、

一
九
八
五
年
）、
東
京
藝
術
大
学
百
年
史
刊
行
委
員
会
編
『
東
京
藝
術
大
学
百
年
史　

東
京
美
術
学
校
篇　

第
一
巻
』
一
八
一
頁
（
一
九
八
七
年
）
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
（
8
）�　

岡
倉
書
簡
の
「
之
ノ
ミ
ヲ
存
し
て
製
作
致
度
」
は
、
円
柱
部
が
竹
内
久
遠
ら
が
実
見
し
た
時
に
も
っ
と
長
大
で
あ
っ
た
も
の
を
、
三
條
実
美
の
書

の
部
分
の
み
残
し
て
切
り
取
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
現
在
の
円
柱
部
は
三
條
の
書
が
目
一
杯
鋳
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
円
柱
部
か
ら

は
こ
の
よ
う
な
岡
倉
書
簡
の
表
現
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
円
柱
部
据
え
付
け
当
初
は
現
在
よ
り
も
っ
と
長
大
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
（
9
）�　

明
治
美
術
研
究
学
会
事
務
局
編
『
明
治
美
術
研
究
学
会
第
十
四
回
研
究
報
告
』（
一
九
八
六
年
）
所
収
。

　
（
（0
）�　

公
文
雑
纂
、
明
治
二
十
一
年
第
六
巻
内
務
省
一
「
休
職
内
務
八
等
技
手
大
熊
氏
廣
自
費
仏
国
留
学
ノ
件
」、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

　
（
（（
）�　

村
田
峰
次
郎
『
大
村
益
次
郎
先
生
傳
』（
一
九
九
二
年
）
五
十
二
頁
。『
国
民
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
六
月
二
十
日
付
「
彫
刻
家
大
熊
氏
廣
氏
を
訪
ふ　

�

Ｋ
・
Ｙ
生
」
に
も
「
氏
は
昨
年
八
月
工
を
起
し
拮
据
六
ヶ
月
形
成
り
て
之
を
陸
軍
銅
鑄
場
へ
交
付
し
」
と
あ
る
。

　
（
（（
）�　

浜
松
市
西
区
雄
踏
町
に
鎮
座
の
金
山
天
神
社
。
明
治
二
年
の
二
品
兵
部
卿
嘉
彰
親
王
染
筆
の
神
額
に
は
「
金
山
彦
神
社
」
と
あ
る
。

　
（
（（
）�　

拙
稿
「
靖
国
神
社
と
白
金
海
軍
墓
地
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
招
魂
と
慰
霊
の
系
譜
―「
靖
國
」
の
思
想
を
問
う
―
』
錦
正
社
、

二
〇
一
三
年
）
に
詳
述
し
た
。

　
（
（4
）�　

二
〇
一
六
年
八
月
、
雄
踏
町
の
郷
土
史
研
究
者
嶋
竹
秋
氏
の
ご
案
内
で
実
見
し
た
。
転
墓
の
時
期
や
賀
茂
家
墓
地
に
つ
い
て
は
、
古
橋
一
男
『
雄

踏
町
宇
布
見
（
中
村
）
金
山
天
神
社
及
加
茂
家
・
資
料
』（
一
九
九
七
年
）
を
参
照
し
た
。

　
（
（5
）�　

片
桐
日
泉
『
五
十
万
人
講
乃
い
の
ち
』（
誕
生
寺
、一
九
九
二
年
）、寺
尾
英
智
『
続
小
湊
山
史
の
散
策　

誕
生
寺
』（
誕
生
寺
、二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

　
（
（（
）�　

註
（
（（
）
に
同
じ
。

　
（
（7
）�　

賀
茂
水
穂
の
日
記
で
、
水
穂
の
子
厳
雄
が
大
正
十
三
年
六
月
に
賀
茂
百
樹
へ
送
っ
た
も
の
（
大
正
十
三
年
六
月
十
四
日
付
賀
茂
百
樹
宛
葉
書
）。
賀

茂
百
樹
旧
宅
所
蔵
。

　
（
（8
）�　

有
栖
川
宮
歴
世
行
實
編
修
掛
『
有
栖
川
宮
総
記
』（
高
松
宮
家
、
一
九
四
〇
年
）
八
十
四
頁
に
よ
る
と
、
熾
仁
親
王
前
妃
及
び
父
幟
仁
親
王
妃
の
墓

が
あ
っ
た
。
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（
（9
）�　

太
政
類
典
、
第
一
編
第
一
巻
、
制
度
・
詔
勅
・
臨
御
親
裁
・
禁
令
・
布
令
掲
示
。

　
（
（0
）�　

大
村
益
次
郎
先
生
伝
記
刊
行
会
『
大
村
益
次
郎
』（
肇
書
房
、
一
九
四
四
年
）、『
山
口
市
史
』
史
料
編
（
民
俗
・
金
石
文
）
を
参
照
。

　
（
（（
）�　
「
明
治
十
五
年　

賀
茂
真
淵
大
人
墓
地
改
修
ノ
件
及
賜
金
贈
位
ニ
関
ス
ル
書
類　

賀
茂�

水
穂�

」
の
貼
り
紙
が
あ
る
網
代
籠
に
収
め
ら
た
宛
先
不
明
の

書
簡
控
え
と
『
畧
日
記
』。
籠
に
収
め
ら
れ
た
文
書
等
は
、
賀
茂
水
穂
が
収
集
し
た
墓
地
改
修
や
贈
位
に
関
す
る
一
括
資
料
で
、
賀
茂
真
淵
家
を
継
承

し
た
賀
茂
百
樹
に
譲
り
渡
し
た
も
の
（
未
公
刊
）。
文
書
の
閲
覧
は
賀
茂
千
春
氏
に
ご
便
宜
を
い
た
だ
き
、
文
書
の
解
読
は
「
畧
日
記
」
を
含
め
て
伊

勢
原
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
川
島
敏
郎
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

　
（
（（
）�　
『
東
京
名
所
圖
會
』
麹
町
區
之
部
（
明
治
三
十
一
年
）、
及
び
公
文
備
考
類
、
明
治
十
九
年
公
文
雑
輯
巻
二
「
靖
國
神
社
境
内
ニ
故
大
村
兵
部
大
輔

肖
像
建
設
之
義
」
に
載
せ
る
。

　
（
（（
）�　

註
（
５
）
に
同
じ
。
写
真
は
所
蔵
者
中
村
正
直
氏
の
ご
諒
解
を
得
て
浜
松
市
博
物
館
の
提
供
に
よ
る
。

　
（
（4
）�　
『
公
文
録
』
明
治
十
年
第
十
八
巻
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

　
（
（5
）�　

清
水
重
敦
「「
官
社
ヘ
銅
石
像
設
立
之
儀
ニ
付
伺
」
考
」（『
近
代
画
説
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
三
年
）。

　
（
（（
）�　

浜
松
市
博
物
館
寄
託
の
中
村
家
文
書
。
葉
書
の
所
在
は
同
博
物
館
の
宮
㟢
貴
浩
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

　
（
（7
）�　

註
（
（5
）
に
同
じ

　
（
（8
）�　

大
村
益
次
郎
先
生
伝
記
刊
行
会
『
大
村
益
次
郎
』（
肇
書
房
、
一
九
四
四
年
）
所
収
「
弟
子
籍
（
鳩
居
堂
塾
）」。

　
（
（9
）�　

註
（
（（
）
に
同
じ
。

　
（
（0
）�　

主
唱
者
名
は
『
明
治
日
報
』
明
治
十
五
年
十
一
月
二
日
付
「
賀
茂
真
淵
大
人
之
墓
地
經
營
并
紀
念
碑
建
設
廣
告
」
に
よ
る
。

　
（
（（
）�　

註
（
（（
）
の
墓
地
改
修
関
係
一
括
資
料
に
上
請
文
の
下
書
き
や
浄
書
控
え
な
ど
が
あ
る
。

　
（
（（
）�　

公
文
録
、
明
治
十
六
年
、
第
二
十
一
巻
、
明
治
十
六
年
二
月
、
内
務
省
第
一
「
故
羽
倉
東
満
外
三
名
贈
位
請
願
ノ
件
」。

　
（
（（
）�　

小
中
村
清
矩
「
古
典
講
習
科
開
業
演
説
集
」（『
陽
春
廬
雑
考
』
巻
八
、
明
治
三
十
年
）。


